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米
施
政
権
下
に
お
け
る
北
部
訓
練
場
の
軍
事
的
土
地
利
用
は

　
　

い
か
に
な
さ
れ
た
か

　
　
　
　
　

森　
　
　

啓　

輔

１　

背
景
と
本
研
究
の
位
置
づ
け（

（
（

　

本
論
は
、
沖
縄
本
島
北
部
に
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
成
立
し
た
米
軍
海
兵
隊
北
部
訓
練
場
（N

orthern/N
orth 

T
raining A

rea

）
の
成
立
過
程
か
ら
施
政
権
返
還
ま
で
の
時
期
の
、
軍
事
的
土
地
使
用
を
め
ぐ
る
法
的
お
よ
び
地
理

的
な
歴
史
的
過
程
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
の
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
最
終
合
意
は
、
同
訓
練
場
の
北
側
（
国
頭
村
安

田
区
周
辺
）
と
南
端
地
域
の
部
分
的
返
還
を
決
定
す
る
が
、
返
還
条
件
と
し
て
、
当
該
返
還
地
域
の
軍
事
機
能
を
南
側

残
存
地
域
（
国
頭
村
安
波
区
お
よ
び
東
村
高
江
区
集
落
周
辺
）
に
移
す
と
い
う
条
件
が
付
帯
し
た
。
こ
れ
に
伴
う
新
ヘ

リ
パ
ッ
ド
建
設
計
画
に
対
し
、一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
東
村
高
江
区
住
民
と
中
心
と
し
た
建
設
反
対
運
動
が
生
起
し
、

二
〇
一
七
年
現
在
に
続
く
政
治
過
程
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。
同
訓
練
場
を
め
ぐ
る
土
地
使
用
や
そ
の
具
体
的
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条
件
に
つ
い
て
は
、
行
政
史
の
歴
史
的
概
要
の
列
記
を
除
い
て
は
、
軍
事
的
土
地
使
用
の
法
的
地
位
や
行
わ
れ
た
具
体

的
訓
練
、
そ
し
て
そ
れ
ら
領
域
の
地
理
的
分
布
な
ど
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
不
明
な

点
が
多
か
っ
た
沖
縄
本
島
北
部
の
軍
事
基
地
を
め
ぐ
る
展
開
を
、
法
的
側
面
の
み
で
は
な
く
地
理
的
側
面
も
併
せ
て
双

方
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
よ
り
具
体
的
な
歴
史
的
実
践
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
北
部
訓
練
場
の
成
立
過
程
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
林
政
分
野
に
か
か
わ
る
研
究
が
そ
の
多
く
を
占
め
て

き
た

（
（
（

。
ま
た
沖
縄
県
史
や
県
行
政
資
料（

3
（

な
ど
で
行
政
史
的
に
部
分
的
に
考
察
さ
れ
て
き
た
。
行
政
史
研
究
の
意
義
は
、

時
系
列
的
に
民
政
領
域
に
お
け
る
法
体
系
が
確
立
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
国
有
林
野
に
ほ
ぼ
重
な
る
形
で
設
立
し
た

同
訓
練
場
内
部
に
お
け
る
林
政
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
訓
練
場
成
立
過

程
に
お
け
る
軍
事
的
土
地
利
用
の
法
的
地
位
、
お
よ
び
地
理
的
配
置
の
具
体
的
過
程
が
、
資
料
的
制
約
も
あ
り
十
全
と

は
言
え
な
い
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
五
〇
年
代
後
半
に
成
立
し
た
海
兵
隊
基
地
の
一
つ
で
あ
る
同
訓
練
場

と
、
そ
の
施
政
権
返
還
後
の
使
用
（
五
・
一
五
メ
モ
）
へ
至
る
軍
事
利
用
の
論
理
を
明
確
に
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
社
会
運
動
論
の
視
座
か
ら
著
者
は
こ
れ
ま
で
、
当
該
地
域
に
お
い
て
一
九
七
〇
年
か
ら
七
一
年
に
か
け
て
行

わ
れ
た
海
兵
隊
の
実
弾
演
習
を
阻
止
す
る
国
頭
村
民
の
闘
争
で
あ
っ
た
伊
部
岳
闘
争
や
、
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合
意
以
降
の
米
軍

再
編
に
よ
り
集
落
に
近
接
す
る
場
所
で
新
基
地
建
設
が
行
わ
れ
て
い
る
東
村
高
江
に
お
け
る
政
治
過
程
と
運
動
過
程
に

つ
い
て
論
じ
て
き
た

（
4
（

。
こ
れ
ら
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
地
域
住
民
が
集
合
行
為
を
形
成
し
具
体
的
な
政
治

過
程
を
生
起
さ
せ
る
背
景
に
、
居
住
地
域
に
近
接
す
る
場
所
で
行
わ
れ
た
軍
事
的
土
地
利
用
計
画
の
住
民
生
活
へ
の
深
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刻
な
影
響
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
北
部
訓
練
場
周
辺
地
域
で
は
、
住
民
運
動
に
よ
り
基
地
機
能
の
更

新
や
強
化
計
画
が
可
視
化
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
軍
事
計
画
が
明
る
み
に
出
た
側
面
が
あ
る

（
5
（

。
し
か
し

そ
れ
ら
運
動
の
生
起
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
の
も
、
同
訓
練
場
内
部
に
お
け
る
軍
事
的
土
地
利
用
の
論
理
の
一
部
分

で
あ
る
。
本
論
で
は
同
訓
練
場
内
部
の
軍
事
土
地
使
用
の
論
理
に
つ
い
て
、
よ
り
一
貫
し
た
因
果
関
係
を
与
え
る
こ
と

を
試
み
る
。
新
た
に
入
手
し
た
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
（U

nited States Civil A
dm

inistration of the Ryukyu 

Islands

、
以
下
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
と
記
述
）
行
政
資
料
を
用
い
て
、
米
施
政
権
期
の
同
訓
練
場
の
法
的
地
理
的
展
開
を
対

象
と
し
、
軍
事
基
地
が
地
域
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
る
歴
史
的
過
程
と
、
基
地
内
部
で
具
体
的
に
行
わ
れ
て
き
た
実
践
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

２　

資
料
と
方
法

　

本
論
で
は
、
公
文
書
を
中
心
に
法
地
理
的
過
程
を
再
構
成
す
る
。
用
い
る
資
料
は
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
Ⅱ

（College Park

）
で
入
手
し
た
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
法
務
局（

（
（

資
料
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
同
館
に
所

蔵
さ
れ
る
リ
サ
ー
チ
・
グ
ル
ー
プ
（
Ｒ
Ｇ
）
二
六
〇
の
資
料
の
一
部
で
あ
り
、
沖
縄
県
公
文
書
館
に
も
こ
の
う
ち
の
大

部
分
が
収
蔵
さ
れ
る
が
、
同
法
務
局
資
料
の
公
開
は
二
〇
一
七
年
に
漸
次
的
に
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り

（
7
（

、
本
論
で

扱
う
資
料
は
未
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
同
法
務
局
は
、
駐
留
米
軍
と
は
一
定
程
度
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
と
き
に
強
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硬
的
に
行
わ
れ
た
軍
政
運
営
に
対
し
て
、
法
的
根
拠
を
検
討
・
助
言
・
勧
告
し
て
い
た
機
関
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
期

の
琉
球
列
島
住
民
を
代
表
す
る
琉
球
政
府
に
対
し
て
も
指
導
・
助
言
を
行
っ
た
。
ゆ
え
に
同
局
資
料
は
軍
政
と
基
地
の

使
用
に
関
す
る
土
地
規
定
に
関
し
て
記
さ
れ
た
詳
細
な
資
料
群
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
資
料
探
索
の
方
法
は
、
ま

ず
公
文
書
館
カ
タ
ロ
グ
か
ら
北
部
訓
練
場
に
か
か
わ
る
特
定
の
資
料
を
検
索
し
、
そ
こ
か
ら
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
方
式
で
資

料
を
追
加
検
索
す
る
形
で
入
手
し
た

（
（
（

。

　

本
論
は
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
第
一
に
、
施
政
権
下
沖
縄
の
土
地
を
め
ぐ
る
法
の
適
用
過
程
に
つ

い
て
見
て
い
く
。
第
二
に
、
北
部
訓
練
場
の
軍
事
基
地
と
し
て
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
法
的
文
章
を
中
心
に
し
な
が
ら

考
察
す
る
。
第
三
に
、
一
九
六
〇
年
代
の
軍
事
的
利
用
の
展
開
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
一
九
七
〇
年
末

に
生
起
し
た
伊
部
岳
闘
争
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
施
政
権
返
還
後
の
同
訓
練
場
利
用
（
五
・
一
五
メ
モ
）
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
、
ま
た
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
軍
事
施
設
利
用
が
い
か
に
し
て
継
続
し
た
の
か
を
論
じ
る
。

３　

旧
日
本
政
府
有
財
産
・
沖
縄
県
有
財
産
・
市
町
村
有
財
産
・
私
有
財
産
を
め
ぐ
る
法
的
地
位
の
展
開

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
北
部
訓
練
場
（N

orthern T
raining A

rea
）
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
米
軍
政
は

同
訓
練
場
を
ど
の
よ
う
な
法
的
地
位
に
よ
り
接
収
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
具
体
的
過
程
を
考
察
す
る
前
に
、
施
政
権
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下
沖
縄
で
ど
の
よ
う
な
土
地
を
め
ぐ
る
問
題
が
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

３
─
１　

旧
日
本
政
府
有
・
沖
縄
県
有
財
産
権
取
得
か
ら
講
和
条
約
締
結
直
前
ま
で
（
一
九
四
五
─
五
一
年
）

　

米
軍
占
領
下
の
南
西
諸
島
お
よ
び
そ
の
近
海
を
対
象
と
し
た
財
産
管
理
権
は
、
米
国
海
軍
軍
政
府
布
告
第
七
号

（
一
九
四
五
年
四
月
一
日
発
行
、
一
九
四
九
年
六
月
二
八
日
改
正
。
い
わ
ゆ
る
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
）
の
発
布
に
基
づ
き
規

定
さ
れ
た
。「
財
産
」
と
は
こ
こ
で
「
有
形
又
は
無
形
の
総
て
の
種
類
及
財
産
上
の
権
利
、
所
有
権
又
は
権
益
を
含
む

（
（
（

」

と
定
義
さ
れ
る
。「
財
産
」
の
下
位
区
分
と
し
て
、「
遺
棄
財
産

（
（1
（

」「
国
有
財
産

（
（（
（

」「
国
際
公
法
の
下
に
賠
償
無
く
し
て
略

取
し
た
総
て
の
私
有
財
産

（
（1
（

」
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
海
軍
政
府
長
ま
た
は
海
軍
政
府
長
に
よ
り
財
産
管
理
官
と
し

て
任
命
さ
れ
た
他
の
士
官
を
含
む
「
財
産
管
理
官
」
が
占
有
・
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
（1
（

。
こ
の
布
告
は
、
一
九
〇
七

年
一
〇
月
一
八
日
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ
で
調
印
さ
れ
た
「
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
」（
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
）

に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
も
の
で
、国
・
県
有
財
産
な
ど
は
遺
棄
財
産
と
し
て
、米
国
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る

（
（1
（

。

上
記
布
告
第
七
号
の
基
礎
を
な
す
陸
戦
条
約
第
五
五
条
に
は
、「
占
領
国
は
、敵
国
に
属
し
且
占
領
地
に
在
る
公
共
建
物
、

不
動
産
、
森
林
及
農
場
に
付
て
、
其
の
管
理
者
及
用
益
権
者
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
な
り
と
考
慮
し
、
右
財
産
の
基
本

を
保
護
し
、
且
用
益
権
の
法
則
に
依
り
て
之
を
管
理
す
べ
し

（
（1
（

」
と
規
定
さ
れ
た
。

　

米
国
陸
軍
軍
政
府
に
よ
る
四
群
島
分
割
統
治
時
代
に
は
、
前
述
の
海
軍
軍
政
府
布
告
第
七
号
に
基
づ
い
て
、

一
九
四
八
年
四
月
七
日
付
の
軍
政
府
指
令
第
一
九
号
「
琉
球
財
産
の
管
理
（Ryukyuan Property Custodian

）」
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が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
財
産
管
理
官
を
兼
任
し
て
い
た
軍
政
府
補
給
財
務
部
長
に
代
え
て
、
軍
政
府
内
部
に
琉
球
財

産
管
理
課
が
設
立
さ
れ
、
同
課
の
権
限
お
よ
び
業
務
内
容
が
群
島
政
府
知
事
ら
に
対
し
通
告
さ
れ
た

（
（1
（

。

　

一
九
五
〇
年
一
二
月
の
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
成
立
に
伴
い
、
群
島
分
割
統
治
体
制
が
中
央
集
権
的
軍
政
府
体
制
に
移
行
す

る
。
同
月
五
日
の
琉
球
軍
司
令
官
宛
の
極
東
軍
司
令
部
指
令
で
、
琉
球
列
島
軍
政
本
部
の
名
称
が
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
に
改
称

さ
れ
、
琉
球
列
島
軍
政
長
官
の
名
称
が
琉
球
列
島
民
政
副
長
官
に
改
称
さ
れ
た

（
（1
（

。
同
司
令
に
お
い
て
旧
日
本
政
府
有
財

産
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

　

琉
球
列
島
内
に
あ
る
日
本
政
府
国
有
財
産
は
講
和
条
約
の
締
結
せ
ら
る
時
ま
で
も
し
く
は
日
米
両
国
間
の
戦
争
状

態
終
止
の
時
ま
で
は
引
き
続
き
日
本
政
府
の
所
有
と
し
て
存
続
す
る
。現
在
米
国
は
国
際
法
上
の
占
領
国
で
あ
る
。

占
領
国
の
権
利
の
中
に
は
前
政
府
の
国
有
財
産
又
は
都
市
以
外
の
占
領
地
域
の
政
府
所
有
財
産
な
ど
を
無
償
で
占

有
し
た
り
使
用
し
た
り
す
る
権
利
が
あ
る
。
そ
れ
で
民
政
副
長
官
は
日
本
政
府
ま
た
は
米
国
政
府
が
要
求
せ
る
通

り
都
市
以
外
の
琉
球
人
行
政
機
関
に
所
属
し
て
い
た
公
共
財
産
を
占
有
し
尚
米
国
政
府
代
行
機
関
に
適
当
に
此
種

財
産
を
割
当
て
占
有
せ
し
め
る
。
講
和
条
約
の
締
結
が
な
り
又
日
米
両
国
間
の
戦
争
状
態
が
終
了
し
た
ら
右
の
条

約
ま
た
は
戦
争
状
態
の
締
結
契
約
書
に
依
り
認
め
た
れ
た
範
囲
内
で
は
米
国
政
府
の
名
の
下
に
此
種
財
産
を
獲
得

す
る
た
め
に
適
当
な
る
行
動
を
と
る
。
然
る
後
副
長
官
は
か
か
る
財
産
を
割
当
先
の
代
行
機
関
に
解
放
し
て
永
久

に
所
有
さ
せ
る
。〔
下
線
部
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
、
一
九
五
二
年
四
月
に
改
訂
さ
れ
る
部
分
を
示
す
。（

（1
（

〕
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ま
た
、
市
町
村
有
財
産
に
つ
い
て
は
既
に
市
町
村
に
返
還
さ
れ
た
と
注
一
三
で
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
個
人
の
所
有
財
産

に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

民
政
副
長
官
は
、
合
衆
国
政
府
が
永
久
的
に
必
要
と
す
る
そ
の
他
の
財
産
も
し
く
は
施
設
を
、
所
有
者
が
琉
球
人

た
る
と
日
本
人
た
る
と
ま
た
は
そ
の
国
籍
の
如
何
を
問
わ
ず
購
入
に
よ
り
ま
た
は
収
用
し
て
、
そ
の
所
有
権
を
獲

得
す
る
。
こ
の
種
財
産
は
で
き
る
だ
け
談
合
に
よ
る
購
入
に
よ
つ
て
獲
得
す
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
、
適
当
な

条
件
で
購
入
で
き
な
い
場
合
は
所
有
者
が
商
議
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
場
合
は
、
収
用
手
続
き
を
と
る

（
（1
（

。

こ
れ
は
私
有
財
産
に
つ
い
て
も
、
軍
政
上
必
要
で
あ
れ
ば
購
入
を
通
し
て
収
用
対
象
と
な
り
、
ま
た
強
制
収
用
も
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

３
─
２　

講
和
条
約
締
結
と
土
地
接
収
の
開
始
（
一
九
五
二
─
四
年
）

　

一
九
五
二
年
三
月
一
三
日
に
は
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
指
令
第
四
号
「
日
本
国
有
林
」
を
発
布
し
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
財
産
管
理

課
か
ら
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
食
糧
天
然
資
源
部
林
野
課
長
に
旧
日
本
国
有
林
の
管
理
権
限
が
委
任
さ
れ
、
森
林
資
源
の
育
成
が

任
さ
れ
た

（
11
（

。
こ
れ
は
立
木
な
ど
の
森
林
財
産
を
群
島
政
府
に
代
わ
り
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
管
理
す
る
た
め
に
交
付
さ
れ
た
。



3（0

一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
批
准
さ
れ
、
米
国
の
南
西
諸
島
で
の
権
限
が
設
定
さ

れ
た
。
条
約
批
准
後
の
同
月
三
〇
日
、
極
東
軍
司
令
部
か
ら
琉
球
軍
司
令
官
宛
の
極
東
軍
司
令
部
指
令（

1（
（

に
伴
い
、
Ｕ
Ｓ

Ｃ
Ａ
Ｒ
が
北
緯
二
九
度
以
南
の
琉
球
列
島
行
政
を
引
き
継
ぎ
、「
軍
事
的
必
要
の
許
す
範
囲
に
お
い
て
、
住
民
の
経
済

的
お
よ
び
社
会
的
福
祉
の
増
進
を
計
る
た
め

（
11
（

」
に
そ
の
役
割
を
負
う
と
記
さ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
一
二
月
五
日
の
極
東

軍
指
令
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
前
述
の
日
本
政
府
有
財
産
に
関
す
る
部
分
は
、
一
九
五
二
年
四
月
三
〇
日
の
琉
球
軍
司

令
官
宛
の
極
東
軍
指
令
に
お
い
て
変
更
さ
れ
る
。
変
更
箇
所
は
具
体
的
に
は
前
述
の
引
用
の
う
ち
下
線
部
の
す
べ
て
で

あ
る
（
そ
れ
で
民
政
副
長
官
は
日
本
政
府
〜
）。
す
な
わ
ち
、

　

そ
れ
で
民
政
副
長
官
は
、
米
国
政
府
が
必
要
と
す
る
日
本
政
府
ま
た
は
市
町
村
以
外
の
琉
球
人
行
政
機
関
に
所
属

し
て
い
た
公
共
財
産
を
占
有
す
る
。
か
か
る
財
産
は
無
償
で
使
用
さ
れ
る
。
民
政
副
長
官
は
、
適
当
な
米
国
政
府

の
代
行
機
関
に
こ
の
種
財
産
を
割
当
て
、
占
有
せ
し
め
る

（
11
（

。

ま
た
、
個
人
の
所
有
物
に
関
す
る
該
当
箇
所
に
は
一
九
五
二
年
一
二
月
指
令
に
お
い
て
も
変
更
が
な
い
。

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
り
無
条
件
降
伏
し
た
日
本
政
府
の
旧
所
有
財
産
は
賠
償
責
任
が
な
く
な
り
、
ま

た
割
当
権
限
を
根
拠
と
し
て
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
無
償
で
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。「
日
本
政
府
ま
た
は
市
町
村

以
外
の
琉
球
人
行
政
機
関
に
所
属
し
て
い
た
公
共
財
産

（
11
（

」
を
一
方
で
占
有
し
つ
つ
も
、
市
町
村
（m

unicipalities

）
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お
よ
び
個
人
の
土
地
使
用
は
、
究
極
的
に
は
強
制
収
用
で
き
る
規
定
が
あ
り
つ
つ
も
、
ま
ず
は
交
渉
す
る
と
い
う
方
針

だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

講
和
条
約
締
結
以
後
、
土
地
所
有
者
か
ら
補
償
を
求
め
る
声
が
上
が
っ
た
た
め
、
既
に
接
収
し
た
軍
用
地
を
引
き
続

き
使
用
し
た
い
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
、
布
令
第
九
一
号
「
軍
用
地
の
契
約
権
に
つ
い
て
」（
一
九
五
二
年
一
一
月
）
を
交
付

す
る
が
、
契
約
期
間
が
長
く
年
間
賃
料
も
低
か
っ
た
た
め
、
契
約
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た

（
11
（

。
そ
こ
で
Ｕ
Ｓ

Ｃ
Ａ
Ｒ
は
一
九
五
三
年
三
月
、
布
令
第
一
〇
九
号
「
土
地
収
用
令
」
を
交
付
し
た
。
こ
の
布
令
は
、
土
地
の
権
利
取
得

に
関
し
て
地
主
と
の
協
議
が
ま
と
ま
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
は
、
沖
縄
管
区
工
兵
隊
長
は
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
副

長
官
の
認
可
を
得
て
、
収
用
予
定
の
土
地
の
評
定
価
格
お
よ
び
適
正
補
償
と
認
め
ら
れ
る
金
額
と
、
取
得
す
べ
き
権
利

内
容
を
明
記
し
た
土
地
収
用
告
知
書
を
地
主
に
提
示
し
、三
〇
日
後
に
は
強
制
的
に
権
利
を
取
得
す
る
こ
と
を
定
め
た
。

三
〇
日
以
内
に
地
主
は
、
文
書
で
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
副
長
官
に
請
願
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
請
願
に
対
し
て
は
適
正
価
格

と
適
正
補
償
に
関
す
る
争
点
だ
け
が
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
収
用
宣
言
を
発
す
る
権
利
を
阻
害
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た

（
11
（

。
一
九
五
三
年
一
二
月
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
布
告
第
二
六
号
「
軍
用
地
域
内
に
お
け
る
不
動
産
に

使
用
に
対
す
る
補
償
」
を
交
付
し
、
土
地
所
有
者
と
の
契
約
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
収
用
し
た
軍
用
地
の

使
用
お
よ
び
占
有
に
対
す
る
米
国
の
権
利
を
「
黙
契
（im

plied lease

）」
と
し
て
確
認
し
、米
国
に
賃
借
権
を
与
え
た

（
11
（

。

布
令
一
〇
九
号
を
根
拠
と
し
て
、
真
和
志
村
安
謝
銘
苅
（
一
九
五
三
年
四
月
）、
小
禄
村
具
志
（
一
九
五
三
年
一
二
月
）、

伊
江
島
真
謝
（
一
九
五
五
年
三
月
）、宜
野
湾
村
伊
佐
浜
（
一
九
五
五
年
七
月
）
で
の
強
制
的
な
土
地
収
用
が
行
わ
れ
た

（
11
（

。
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一
九
五
四
年
三
月
に
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
、
軍
用
地
料
を
一
括
し
て
支
払
う
こ
と
を
発
表
し
、
軍
用
地
四
万
五
千
エ
ー
カ
ー

（
一
万
八
二
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
を
買
い
上
げ
、
土
地
を
失
っ
た
住
民
を
八
重
山
に
移
住
さ
せ
る
と
い
う
陸
軍
省
の
計

画
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
立
法
院
は
軍
用
地
問
題
解
決
の
た
め
の
四
原
則
を
決
議
し
、
同
時
に
行
政
府
、
立
法

院
、
市
町
村
町
会
、
土
地
連
合
会
の
四
団
体
か
ら
な
る
四
者
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、
軍
用
地
問
題
に
つ
い
て
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ

Ｒ
と
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
11
（

。
一
九
五
五
年
に
は
布
令
一
〇
九
号
が
一
部
改
正
さ
れ
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
土
地
収
用
の

予
備
工
作
と
し
て
の
調
査
ま
た
は
測
量
が
強
行
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

（
11
（

。

　

３
─
３　

北
部
国
有
林
野
地
域
と
周
辺
村
有
・
私
有
地
に
お
け
る
米
軍
訓
練
の
開
始
（
一
九
五
五
年
）

　

記
録
に
残
っ
て
い
る
う
ち
最
も
初
期
に
行
わ
れ
た
米
軍
の
短
期
的
訓
練
は
、
北
部
訓
練
場
の
公
式
成
立
以
前
の

一
九
五
五
年
一
月
付
で
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
琉
球
政
府
行
政
主
席
宛
に
通
知
し
た
、
同
年
四
月
四
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て

計
画
し
た
も
の
で
あ
る

（
1（
（

。
地
理
的
詳
細
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
訓
練
計
画
に
つ
い
て
は
各
村

長
に
知
ら
せ
る
と
琉
球
政
府
に
報
告
し
た
。
同
年
二
月
二
日
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
琉
球
政
府
へ
の
通
知
で
、
訓
練
は
主
に

国
頭
村
で
ま
た
局
部
的
に
大
宜
味
村
と
東
村
で
も
行
わ
れ
る
と
報
告
し
た

（
11
（

。
右
に
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
旧
日
本
政
府

有
・
沖
縄
県
有
林
野
以
外
の
市
町
村
有
財
産
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
管
理
対
象
と
な
ら
ず
、
使
用
に
際
し
ま
ず
は
交
渉
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
土
地
所
有
者
と
村
当
局
に
対
し
私
有
地
と
村
有
地
の
使
用
許
可

を
取
得
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
訓
練
に
使
用
す
る
大
部
分
の
土
地
（
国
有
林
野
）
は
琉
球
財
産
課
の
管
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理
下
に
あ
る
と
琉
球
政
府
に
報
告
し
た
。
ま
た
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
訓
練
参
加
兵
に
以
下
の
こ
と
を
教
育
す
る
と
し
た
。

　

１
）
立
木
伐
採
を
控
え
る
こ
と

　

２
）
耕
作
地
、
村
集
落
、
家
屋
と
そ
の
周
辺
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と

　

３
）
女
性
と
子
供
を
動
揺
（disturb

）
さ
せ
な
い
こ
と

　

４
）
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
神
聖
な
場
所
に
は
近
づ
か
な
い
こ
と

　

５
）
ゴ
ミ
や
レ
ー
シ
ョ
ン
の
缶
な
ど
を
持
ち
帰
る
こ
と

　

６
）
塹
壕
と
屋
外
ト
イ
レ
を
埋
め
直
す
こ
と

　

７
）
軍
に
よ
っ
て
生
じ
た
被
害
に
対
す
る
、
個
人
土
地
所
有
者
の
い
か
な
る
要
求
も
受
け
入
れ
る
こ
と

　

８
）
認
可
さ
れ
た
通
貨
で
あ
る
「
Ｂ
」
円
の
み
を
使
用
す
る
こ
と（

11
（

ま
た
、
現
場
に
は
各
村
の
役
人
が
訓
練
中
立
ち
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
本
通
知
で
は
ま
た
「
当
該
地
域
で
は
如
何
な
る

火
器
も
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
（
実
弾
演
習
は
な
さ
れ
ま
せ
ん
）」「
琉
球
政
府
に
も
当
該
地
の
立
ち
入
り
許
可
を
得
る
た
め

に
御
協
力
下
さ
れ
ば
幸
い
で
す

（
11
（

」
と
記
さ
れ
た
。

　

ま
た
一
九
五
五
年
一
一
月
一
五
日
付
で
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
、
同
年
一
二
月
五
日
か
ら
三
〇
日
の
期
間
で
同
様
の
短
期
的

訓
練
を
同
各
村
で
行
う
こ
と
を
、
琉
球
政
府
行
政
主
席
宛
に
通
告
し
た
。
訓
練
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
は
各
村
長
に
Ｕ



3（4

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
側
の
代
表
が
通
知
し
、
参
加
兵
に
は
以
下
の
こ
と
を
教
育
す
る
と
し
た
。

　

１
）
そ
こ
に
存
在
す
る
い
か
な
る
所
有
物
の
破
壊
も
控
え
る
こ
と

　

２
）
耕
作
地
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と

　

３
）
村
集
落
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
地
域
住
民
の
邪
魔
を
し
な
い
こ
と

　

４
）
火
災
に
よ
る
所
有
物
の
破
壊
を
控
え
る
こ
と

　

５
）
実
弾
を
使
用
し
た
訓
練
を
禁
止
す
る
こ
と（

11
（

こ
の
時
期
の
同
村
域
で
の
訓
練
は
、
主
と
し
て
国
有
林
野
内
で
行
わ
れ
た
。
村
有
お
よ
び
私
有
地
の
強
制
接
収
は
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
使
用
許
可
申
請
に
よ
っ
て
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
以
上
の
通
告
文
か
ら
確
か
め
ら
れ

る
（
11
（

。４　

沖
縄
本
島
中
北
部
米
軍
基
地
建
設
計
画
か
ら
北
部
訓
練
場
の
成
立
へ
─
─
一
九
五
五
─
八
年

　

４
─
１　

プ
ラ
イ
ス
勧
告
か
ら
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
布
令
第
一
六
四
号
ま
で
（
一
九
五
五
─
七
年
）

　

一
九
五
五
年
七
月
、
米
下
院
軍
事
委
員
会
は
、
メ
ル
ヴ
ィ
ン
・
プ
ラ
イ
ス
議
員
を
委
員
長
と
す
る
特
別
分
科
委
員
会
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を
任
命
し
て
世
界
各
地
に
お
け
る
米
軍
基
地
を
調
査
す
る
こ
と
を
命
じ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
沖
縄
に
派
遣
さ
れ
た
プ

ラ
イ
ス
調
査
団
が
、
地
代
の
一
括
払
い
と
い
う
名
目
で
土
地
の
永
久
接
収
を
強
制
す
る
と
い
う
報
告
が
、
翌
年
六
月
に

発
表
さ
れ
た
「
プ
ラ
イ
ス
勧
告
」
で
あ
っ
た
。
勧
告
に
お
け
る
海
兵
隊
の
土
地
接
収
計
画
部
分
を
抜
き
出
す
と
、
以
下

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
五
年
に
米
国
軍
隊
は
、
軍
事
施
設
と
し
て
約
四
万
五
千
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
収
用

し
た
が
、
プ
ラ
イ
ス
勧
告
発
表
時
に
は
そ
の
う
ち
五
千
エ
ー
カ
ー
が
返
還
さ
れ
、
約
四
万
エ
ー
カ
ー
が
接
収
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
は
戦
争
行
為
と
し
て
土
地
所
有
者
に
対
す
る
補
償
が
な
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
熟
考
さ
れ
ず
に
手
に
入
れ
ら

れ
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
、
日
本
が
米
国
に
対
す
る
戦
争
請
求
権
の
す
べ

て
を
放
棄
し
た
た
め
、
沖
縄
人
が
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
以
前
の
土
地
使
用
に
対
し
て
米
国
に
そ
の
補
償
を
強
い
る

こ
と
は
法
的
根
拠
が
な
く
な
っ
た

（
11
（

。
海
兵
隊
は
軍
が
所
有
し
て
い
る
約
四
万
エ
ー
カ
ー
の
う
ち
七
千
エ
ー
カ
ー
を
す
で

に
使
用
し
、
さ
ら
に
追
加
一
万
二
千
エ
ー
カ
ー
で
合
計
一
万
九
千
エ
ー
カ
ー
を
必
要
と
し
、
沖
縄
本
島
北
部
に
お
い
て

演
習
目
的
の
た
め
に
広
大
な
土
地
を
利
用
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
北
部
の
土
地
は
大
部
分
が
旧
日
本
政
府
有
地
で

あ
る
た
め
土
地
使
用
料
を
支
払
う
必
要
は
な
く
、
ま
た
使
用
の
た
め
に
住
民
を
移
住
さ
せ
る
必
要
も
な
い
。
し
か
し
海

兵
隊
が
要
求
し
て
い
る
一
万
二
千
エ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
約
三
千
エ
ー
カ
ー
も
ま
た
農
耕
可
能
地
域
で
あ
る
。
住
民
を
移

住
さ
せ
た
と
し
て
も
、
土
地
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
地
価
額
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
補
償
で
は
住
民
が

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
く
た
め
、
こ
れ
が
民
事
問
題
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
、
と
記
さ
れ
た

（
11
（

。

　

特
に
国
頭
村
と
東
村
に
お
け
る
国
有
林
野
地
域
の
接
収
計
画
は
、
林
業
で
生
計
を
立
て
て
い
る
多
く
の
人
々
の
生
活
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の
打
撃
な
る
と
見
ら
れ
、
ゆ
え
に
計
画
は
同
村
の
人
々
の
生
活
へ
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
、
一
九
五
五
年
に
沖

縄
を
訪
問
し
た
プ
ラ
イ
ス
調
査
団
に
対
す
る
、
琉
球
政
府
の
報
告
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
国
頭
村
で
は
村
人
口
の
五
四

パ
ー
セ
ン
ト
（
戸
数
一
一
七
七
、
人
口
六
三
〇
二
）
に
影
響
を
与
え
、
か
つ
山
林
総
面
積
の
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
接
収

予
定
に
、
東
村
で
は
土
地
総
面
積
の
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
新
規
接
収
予
定
面
積
に
な
っ
て
い
た

（
11
（

。
そ
の
中
で
も
東
村
で

は
「
新
規
接
収
予
定
を
受
け
た
地
域
（
官
有
林
）
に
近
接
す
る
関
係
部
落
、
高
江
、
宮
城
、
川
田
の
戸
数
二
四
二
戸
、

人
口
一
三
三
四
人
は
森
林
管
理
か
ら
の
収
入
に
依
存
し
て

（
11
（

」
お
り
、「
こ
の
地
域
が
事
実
接
収
さ
れ
た
場
合
、
当
該
地

域
近
接
部
落
住
民
は
即
座
に
職
を
失
い
、
収
入
の
途
は
完
全
に
絶
え
、
結
局
、
移
住
し
な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い

（
1（
（

」
状

況
に
追
い
込
ま
れ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
他
方
で
国
頭
村
で
は
、
接
収
予
定
地
に
近
接
し
た
楚
州
、
安
田
、
安
波
の
集
落

に
お
い
て
二
九
五
戸
、
一
六
〇
七
人
の
村
民
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
森
林
収
入
が
減
少
し
、

部
落
の
総
収
入
の
二
八
％
が
減
少
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た

（
11
（

。

　

一
九
五
七
年
二
月
二
三
日
に
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
布
令
第
一
六
四
号
「
米
国
合
衆
国
土
地
収
用
計
画
」
を

交
付
し
、
米
国
が
取
得
す
る
権
利
を
次
の
三
つ
に
分
類
し
た

（
11
（

。

　
（
一
）
限
定
的
土
地
保
有
権
（determ

inable estate
）：
そ
の
土
地
の
名
義
（title

）
と
所
有
権
（ow

nership

）

が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
土
地
所
有
者
に
付
与
さ
れ
た
ま
ま
残
る
土
地
所
有
権
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
合
衆
国
が
も

は
や
そ
の
土
地
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
決
定
し
、当
該
土
地
所
有
者
に
そ
の
放
棄
を
通
告
す
る
ま
で
存
続
す
る
。
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こ
の
土
地
保
有
権
は
、
そ
の
存
続
中
、
当
該
土
地
の
地
上
地
下
お
よ
び
地
表
の
完
全
な
排
他
的
使
用
お
よ
び
享
受

を
な
し
う
る
権
利
と
す
る
。（
…
）
地
料
は
価
格
相
当
額
を
一
括
払
い
す
る
。

　
（
二
）
定
期
賃
借
権
（leasehold

）：
五
年
を
超
え
な
い
特
定
期
間
中
、
関
係
土
地
の
上
空
、
地
下
お
よ
び
地
上
財

産
の
完
全
且
つ
排
他
的
使
用
、
占
有
お
よ
び
享
有
を
含
む
権
利
で
、
特
定
期
間
毎
に
賃
借
料
を
払
う
。（
…
）

　
（
三
）
地
役
権
（easem

ent

）：
一
括
払
い
に
よ
り
米
国
が
特
定
の
又
は
限
定
さ
れ
た
目
的
の
た
め
他
人
の
土
地

を
使
用
し
、
当
該
土
地
に
お
い
て
特
定
行
為
を
な
し
、
土
地
お
よ
び
地
上
財
産
に
対
す
る
所
有
者
自
身
の
行
為
を

制
限
す
る
権
利
を
取
得
す
る
も
の
を
言
う

（
11
（

。

　

同
布
令
は
、「
限
定
付
土
地
保
有
権
」
と
い
う
権
利
を
設
定
し
、
地
価
相
当
額
の
一
括
払
い
を
実
施
し
た
。

一
九
五
七
年
五
月
に
は
、
既
に
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
保
有
し
て
い
た
那
覇
軍
港
地
域
約
二
五
万
坪
（
八
二
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

と
具
志
川
・
仲
里
両
村
の
七
万
七
千
坪
（
二
五
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
対
し
、
六
月
に
は
読
谷
、
恩
納
、
金
武
、
具
志
川
、

勝
連
、与
那
城
、宜
野
湾
、知
念
、東
風
平
、具
志
頭
な
ど
一
二
村
の
三
五
万
七
七
〇
〇
坪
（
一
一
八
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
）、

ま
た
コ
ザ
市
と
美
里
村
の
一
八
五
万
坪
（
六
一
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
対
し
て
、
限
定
土
地
保
有
権
の
取
得
告
知
書
が
発

さ
れ
た
。
七
月
に
は
名
護
町
、
久
志
村
に
ま
た
が
る
一
七
一
万
坪
（
五
六
五
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
対
し
て
定
期
賃
借

権
の
取
得
告
知
が
な
さ
れ
た

（
11
（

。

　

そ
の
後
一
九
五
八
年
三
月
ま
で
に
同
布
令
に
よ
り
三
〇
七
万
坪
（
一
〇
一
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
が
新
規
接
収
さ
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れ
（
11
（

、
七
六
六
万
坪
の
既
に
接
収
さ
れ
た
土
地
が
限
定
付
土
地
保
有
権
に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
二
〇
二
万
坪

（
六
六
七
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
対
し
て
は
一
括
払
い
が
実
施
さ
れ
、
一
九
五
八
年
一
一
月
末
ま
で
に
一
二
五
五
万
ド
ル

の
支
払
い
が
な
さ
れ
た

（
11
（

。

　

４
│
２　

高
等
弁
務
官
制
の
導
入
と
割
当
Ｕ
Ｓ
│
二
八
八
に
よ
る
北
部
訓
練
場
の
成
立
（
一
九
五
七
年
）

　

一
九
五
七
年
六
月
五
日
、
軍
の
最
高
司
令
官
権
限
に
基
づ
く
大
統
領
の
行
政
命
令
第
一
〇
七
一
三
号
に
よ
り
、
琉
球

列
島
は
極
東
軍
司
令
官
の
指
揮
下
か
ら
国
防
長
官
の
直
轄
下
に
入
り
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
長
と
し
て
高
等
弁
務
官
（H

igh 

Com
m

issioner

）
が
設
置
さ
れ
た

（
11
（

。
北
部
訓
練
場
が
恒
久
基
地
と
し
て
成
立
し
た
の
は
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
二
五

日
の
割
当
Ｕ
Ｓ
│
二
二
八（A

llocation N
R. U

S-（（（

）「
日
本
政
府
所
有
財
産
の
割
当
」の
施
行
を
も
っ
て
で
あ
る（
論

末
に
資
料
一
と
し
て
添
付
。（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-51

））。
同
割
当
は
、
一
九
五
二
年
四
月
三
〇

日
の
極
東
軍
指
令
に
よ
り
既
に
割
当
権
限
を
有
し
て
い
た
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
、
旧
日
本
政
府
有
財
産
の
う
ち
国
頭
村
と
東

村
に
位
置
す
る
二
万
一
四
五
〇
エ
ー
カ
ー
（
八
六
八
〇
・
五
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
を
、
在
琉
米
軍
へ
割
り
当
て
る
形
で
行

わ
れ
た
。
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
琉
球
財
産
管
理
官
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
ズ
（Richard Rose

）
に
よ
り
一
〇
月
二
五
日
付
で
署

名
が
な
さ
れ
、
一
一
月
一
日
に
、
在
琉
米
陸
軍
工
兵
局
不
動
産
部
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
レ
ー
ン
（John W

. Lane

）
に
よ

る
承
認
署
名
が
完
了
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
か
ら
在
琉
米
軍
へ
の
同
訓
練
場
の
占
有
的
割
当
が
行
わ
れ
た
。

こ
こ
に
在
琉
米
軍
の
同
訓
練
場
の
恒
久
的
占
有
が
成
立
し
た
。
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ま
た
資
料
一
の
別
紙
Ｂ
に
は
、
土
地
使
用
の
四
条
項
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
内
容
は
、（
一
）
既

存
の
道
路
を
拡
張
し
た
り
使
用
し
た
り
、
新
た
な
ア
ク
セ
ス
の
た
め
の
経
路
を
建
設
す
る
目
的
の
た
め
に
森
林
地
域
を

開
拓
す
る
こ
と
、（
二
）
安
全
の
た
め
の
必
要
性
そ
し
て
／
あ
る
い
は
特
定
の
訓
練
形
式
に
よ
り
、
短
期
的
に
地
域
住

民
の
当
該
地
域
使
用
を
禁
止
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、（
三
）
実
弾
射
撃
は
区
域
内
で
行
わ
れ
な
い
が
、
将
来

的
に
実
弾
演
習
（live firing

）
が
求
め
ら
れ
る
場
合
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
事
前
承
認
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
、
そ
し
て
（
四
）
森
林
財
産
（forestry property

）
は
未
だ
に
日
本
政
府
有
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、
立
木
の
破

壊
は
、
一
時
的
な
キ
ャ
ン
プ
場
建
設
の
た
め
の
最
小
限
の
立
木
伐
採
や
、
訓
練
に
絶
対
的
に
必
要
な
行
為
で
あ
る
と
こ

ろ
の
他
の
立
木
伐
採
を
除
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
、
が
明
記
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
し
か
し
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
へ
の
事
前

承
認
が
認
め
ら
れ
る
と
、
こ
れ
ら
条
項
は
事
実
上
適
用
さ
れ
ず
米
軍
の
意
向
に
限
り
な
く
沿
う
よ
う
な
構
造
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
森
林
資
源
を
保
護
す
る
旨
は
プ
ラ
イ
ス
調
査
団
の
報
告
が
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
直
前

の
同
年
一
〇
月
七
日
、Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
土
地
局
か
ら
在
琉
米
陸
軍
工
兵
局
宛
の
書
簡
で
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は「
プ

ラ
イ
ス
調
査
団
が
驚
い
た
の
は
、
沖
縄
全
体
を
通
し
て
、
私
的
所
有
さ
れ
て
い
な
い
薪
材
収
集
の
た
め
の
森
林
地
域
が
、

村
人
に
と
っ
て
経
済
的
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。そ
の
た
め
こ
れ
ま
で
の
軍
事
大
演
習
や
そ
の
ほ
か
の
活
動
が
、

村
人
に
よ
る
土
地
使
用
を
妨
げ
、
そ
の
際
に
村
民
の
森
林
使
用
が
奪
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。（
…
）
ゆ
え
に
調
査

団
は
、
軍
局
に
村
人
の
伝
統
的
な
森
林
使
用
を
最
大
限
確
保
す
る
よ
う
に
保
証
す
る
よ
う
に
要
請
す
る
」
と
い
う
勧
告

で
あ
り
、
結
果
的
に
本
条
項
の
形
成
に
影
響
を
与
え
て
い
る

（
11
（

。
少
な
く
と
も
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
海
兵
隊
土
地
接
収
計
画
に
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際
し
て
、
プ
ラ
イ
ス
勧
告
の
要
請
は
、
建
前
で
あ
っ
た
と
し
て
も
文
中
に
は
組
み
込
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る

（
1（
（

。

　

資
料
一
の
別
紙
Ａ
（
図
一
）
の
地
図
で
は
、
具
体
的
な
接
収
地
域
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
赤
い
縦
線
で
覆
わ
れ
た
地

域
が
旧
日
本
政
府
有
地
で
あ
り
、
黒
い
斜
線
で
覆
わ
れ
た
地
域
が
民
有
地
で
あ
る

（
11
（

。
割
当
Ｕ
Ｓ
│
二
二
八
が
適
用
さ
れ

る
部
分
は
、
赤
い
斜
線
の
部
分
で
あ
る
。
ま
た
民
有
地
は
、
国
頭
村
安
田
集
落
の
西
側
、
同
村
安
波
集
落
の
西
側
（
後

の
安
波
訓
練
場
地
域
）、
東
村
高
江
の
北
側
、
そ
し
て
フ
ェ
ン
チ
ヂ
岳
周
辺
と
与
那
覇
岳
周
辺
の
国
頭
村
側
の
山
地
地

帯
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
琉
球
政
府
行
政
府
（
当
間
重
剛
行
政
主
席
）
は
、
翌
年
一
九
五
八
年
五
月

一
二
日
付
で
、
高
等
弁
務
官
宛
に
（
一
）
国
頭
村
と
東
村
に
お
け
る
旧
日
本
政
府
お
よ
び
旧
沖
縄
県
有
地
が
米
国
の
占

有
地
（Reservation

（
11
（

）
に
編
入
さ
れ
る
と
あ
る
が
、
い
つ
組
み
込
ま
れ
る
の
か
、（
二
）
琉
球
政
府
に
、
編
入
さ
れ
る

市
町
村
有
地
、
所
有
権
（
政
府
有
か
県
有
か
）、
土
地
区
分
を
知
ら
せ
る
こ
と
、（
三
）
法
お
よ
び
制
度
、
そ
し
て
も
し

存
在
す
る
な
ら
ば
、
琉
球
財
産
管
理
課
に
お
い
て
、
日
本
政
府
お
よ
び
沖
縄
県
有
財
産
が
軍
用
地
に
編
入
さ
れ
る
過
程

に
お
い
て
で
き
た
特
定
の
条
項
が
あ
れ
ば
教
示
せ
よ
、
と
い
う
書
簡
を
送
付
し
て
い
る

（
11
（

。

　

４
─
３　

北
部
訓
練
場
の
第
三
海
兵
師
団
に
よ
る
使
用
条
項
の
確
認
（
一
九
五
八
年
）

　

そ
の
後
一
九
五
八
年
六
月
一
一
日
、
高
等
弁
務
官
は
琉
球
政
府
行
政
主
席
宛
の
書
簡
で
、
北
部
訓
練
場
は
一
九
五
七

年
一
〇
月
二
五
日
に
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
財
産
課
か
ら
米
海
兵
隊
に
割
り
当
て
た
と
述
べ
た
。
本
割
当
は
、
旧
日
本
政
府
有
財

産
の
米
国
占
有
地
へ
の
は
じ
め
て
の
編
入
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
占
有
権
（ow

nership

）
が
移
譲
（transfer

）
さ
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図一　北部訓練場接収区域と土地の内訳（757004（-51）
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れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

（
11
（

。
こ
の
権
利
の
移
転
は
、
極
東
軍
指
令
の
該
当
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
で
民
政
副
長
官
は
、

米
国
政
府
が
必
要
と
す
る
日
本
政
府
ま
た
は
市
町
村
以
外
の
琉
球
人
行
政
機
関
に
所
属
し
て
い
た
公
共
財
産
を
占
有
す

る
。
か
か
る
財
産
は
無
償
で
使
用
さ
れ
る
。
民
政
副
長
官
は
、
適
当
な
米
国
政
府
の
代
行
機
関
に
こ
の
種
財
産
を
割
当

て
、
占
有
せ
し
め
る

（
11
（

」
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
遡
れ
ば
、
土
地
問
題
が
問
題
化
し
た
市
町
村
有
地
や
民
有
地
の

接
収
と
は
対
照
的
に
、
国
有
地
や
旧
沖
縄
県
有
地
は
無
償
で
占
有
し
た
り
使
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
国
際
法
上
認
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
直
接
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
根
源
は
、
米
軍
が
占
領

と
同
時
に
発
布
し
た
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

（
11
（

。

　

同
年
十
一
月
に
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
第
三
海
兵
師
団
司
令
部
（M

ajor Bolts

）
か
ら
も
北
部
訓
練
場
の
使
用

に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
に
問
い
合
わ
せ
が
来
て
い
た
（
三
日

（
11
（）。

そ
れ
は
同
訓
練
場
に
関
す
る
条
項
に
照
ら
し
て
、

海
兵
隊
が
訓
練
時
に
何
を
許
可
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
確
に
せ
よ
と
い
う
要
請
だ
っ
た
。
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
法
務
局
の
第
三

海
兵
師
団
へ
の
返
答
（
一
〇
日
）
で
は
、
既
に
前
年
十
月
十
七
日
の
会
合
で
、
海
兵
隊
、
在
琉
米
陸
軍
工
兵
局
（
Ｕ
Ｓ

Ａ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
）、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
代
表
が
参
集
し
、
公
式
な
割
当
前
に
条
項
に
つ
い
て
相
互
に
了
解
し
て
い
る
こ
と
が
伝

え
ら
れ
た
。
ま
た
、
訓
練
を
許
可
す
る
理
由
が
条
項
に
照
ら
し
て
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
海
兵
隊
は
法
務
局
宛
に
詳
細

な
計
画
を
書
面
で
送
付
し
勧
告
を
受
け
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た

（
11
（

。
つ
ま
り
、
旧
日
本
政
府
有
地
の
森
林
地
域
に
お
い
て

訓
練
を
す
る
場
合
、
割
当
│
二
二
八
の
条
項
を
守
り
つ
つ
、
か
つ
条
項
の
規
制
事
項
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
海
兵
隊
の

訓
練
計
画
の
合
法
性
が
適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
場
合
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
へ
訓
練
計
画
の
法
的
地
位
の
確
認
を
す
る



3（3 米施政権下における北部訓練場の軍事的土地利用はいかになされたか

よ
う
な
仕
組
み
が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
訓
練
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
法
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
フ
ェ
ン
ス
に
よ
っ
て
基
地
内
部
と
外
部
が
境
界
付
け
ら
れ
な
い
海
兵
隊
北
部
訓
練
場
が
成
立
し
た
。
つ
ま

り
軍
事
訓
練
地
が
、
村
人
が
生
活
の
た
め
に
使
用
す
る
森
林
に
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
軍
政
領
域
と
民
政
領

域
が
地
理
的
に
事
実
上
混
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

　

一
九
五
八
年
七
月
七
日
、「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
以
後
の
土
地
問
題
が
米
国
側
と
沖
縄
側
の
「
共
同
声
明
」
に
よ
り
収

束
を
見
せ
た
。
政
治
・
経
済
的
な
運
動
と
し
て
展
開
し
た
土
地
問
題
は
、
米
国
側
の
「
経
済
的
」
解
決
と
い
う
枠
組
み

に
収
束
し
て
い
く
。
他
方
、
新
た
な
軍
用
地
政
策
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
沖
縄
側
と
事
前
に
協
議
す
る
と
の
譲
歩
を
琉

球
政
府
側
は
引
き
出
し
た
。
一
九
五
九
年
一
月
に
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
、
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
八
号
「
暫
定
借
地
権
の
取

得
」
と
布
令
第
一
九
号
「
琉
球
列
島
米
国
土
地
裁
判
所
」
を
発
布
す
る
と
と
も
に
、
二
月
一
二
日
に
は
高
等
弁
務
官
布

令
第
二
〇
号
「
賃
借
権
の
取
得
」
を
交
付
し
た
。
布
令
第
一
六
四
号
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
（
一
）
限
定
的
土
地
保
有
権

が
、
布
令
第
一
八
号
に
よ
り
（
二
）
定
期
賃
借
権
に
一
度
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
布
令
第
二
〇
号
に
よ
り
以
下

の
二
つ
の
い
ず
れ
か
の
権
利
に
切
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
布
令
第
二
〇
号
で
取
得
し
た
権
利
は
、

①
不
定
期
賃
借
権
（indefinite leasehold

）
と
②
五
カ
年
賃
借
権
（five-year leasehold

）
の
二
種
類
だ
っ
た
。
前

者
は
、
不
定
期
間
、
す
な
わ
ち
一
定
間
隔
の
期
日
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
借
賃
の
対
価
と
し
て
、
い
か
な
る
期
間
の
制
限

も
加
え
ず
に
合
衆
国
が
使
用
を
欲
す
る
期
間
、
土
地
の
上
空
、
地
下
お
よ
び
地
上
な
ら
び
に
当
該
土
地
の
地
上
物
件
の

完
全
か
つ
独
占
的
な
使
用
、
占
有
お
よ
び
共
有
に
お
よ
ぶ
権
利
を
指
す
。
後
者
は
賃
貸
借
期
間
が
五
カ
年
間
で
あ
る
こ
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と
以
外
は
、
前
者
と
ま
っ
た
く
同
一
内
容
の
権
利
で
あ
っ
た
。
ま
た
契
約
方
式
は
、
①
個
々
の
地
主
と
琉
球
政
府
は
賃

貸
借
契
約
を
結
び
、
②
そ
れ
を
一
括
し
て
琉
球
政
府
が
米
側
へ
転
貸
す
る
と
い
う
間
接
契
約
方
式
を
と
る
こ
と
に
な
っ

た
。
通
常
の
場
合
、
軍
用
地
の
取
得
は
琉
球
政
府
が
地
主
と
折
衝
に
よ
っ
て
取
得
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
一
方
、
米
軍

に
よ
る
強
制
収
用
は
、
琉
球
政
府
と
関
係
地
主
と
の
折
衝
が
不
成
功
に
終
わ
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
発
動
で
き
な
い
。
し

か
し
、
立
ち
入
り
ま
た
は
占
有
す
る
権
利
を
た
だ
ち
に
与
え
る
よ
う
命
令
す
る
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
時

間
的
余
裕
が
な
い
場
合
に
は
、
折
衝
を
行
わ
ず
に
強
制
収
用
が
で
き
る
と
さ
れ
た

（
11
（

。

５　

特
別
演
習
区
域
お
よ
び
ゲ
リ
ラ
戦
闘
訓
練
場
の
成
立
─
─
一
九
六
二
年
以
後

　

５
─
１　

ゲ
リ
ラ
戦
闘
訓
練
用
で
の
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
」
の
設
置
（
一
九
六
二
─
四
年
）

　

北
部
訓
練
場
の
海
兵
隊
へ
の
正
式
割
当
後
、
一
九
六
〇
年
に
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
解
放
戦
線
が
組
織
さ
れ
る
と
、
米
国

の
介
入
が
本
格
化
す
る
。
訓
練
場
内
部
で
も
、一
九
六
二
年
頃
か
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
た
め
の
訓
練
が
本
格
化
す
る
。

特
に
第
三
海
兵
師
団
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
大
き
く
介
入
し
て
い
く
部
隊
で
あ
り
、
同
訓
練
場
で
の
本
格
的
な
ゲ
リ
ラ

訓
練
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
海
兵
隊
司
令
部
は
一
九
六
二
年
五
月
一
五
日
付
で
、
国
頭
村
の
東
西
を
つ
な
ぐ
政
府
道

二
号
線
沿
い
に
「
三
五
棟
程
度
の
掘
っ
立
て
小
屋
か
ら
な
る
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ス
タ
イ
ル
の
村
」
を
建
設
す
る
た
め
に
、

同
地
域
の
森
林
を
伐
採
し
、
そ
の
伐
採
木
材
で
小
屋
を
立
て
る
計
画
を
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
に
提
出
し
て
い
る
（
図
二

（
1（
（）。

こ
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図二　1（（（ 年ゲリラ戦闘訓練用村の計画図（757004（-51）
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れ
に
対
し
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
経
済
局
は
、
琉
球
政
府
農
林
局
林
務
課
と
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
約
五
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
森
林
地

域
が
計
測
さ
れ
、
部
分
的
に
三
六
お
よ
び
三
七
林
班
の
一
部
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
米
軍
へ
許
可

の
勧
告
を
与
え
た（

11
（

（
同
年
五
月
二
一
日
）。
一
九
六
四
年
に
は
、
海
兵
隊
が
訓
練
に
地
元
住
民
を
「
ヴ
ェ
ト
コ
ン
」
と

し
て
動
員
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る

（
11
（

。
ま
た
米
軍
は
同
年
に
行
っ
た
訓
練
で
、心
理
作
戦
の
訓
練
に
お
い
て
住
民
を「
反

体
制
分
子
」
と
み
な
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
住
民
に
は
知
ら
せ
ず
に
訓
練
を
計
画
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た

（
11
（

。
ま
た
同
年

八
月
一
日
に
第
四
代
高
等
弁
務
官
に
就
任
し
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
ワ
ト
ソ
ン
二
世
（A

lbert W
atson II

）
は
、
北
部
訓

練
場
に
お
け
る
対
ゲ
リ
ラ
戦
闘
訓
練
用
の
村
を
視
察
し
て
い
る

（
11
（

。

　

５
─
２　

北
部
訓
練
場
南
側
の
海
兵
隊
特
別
演
習
区
域
の
成
立
（
一
九
六
二
年
）

　

ゲ
リ
ラ
訓
練
の
た
め
の
土
地
使
用
に
関
し
て
よ
り
重
要
な
出
来
事
は
、
一
九
六
二
年
九
月
一
三
日
付
で
北
部
訓
練
場

内
部
の
南
側
に
特
別
演
習
地
域
が
成
立
し
、
二
九
七
三
・
三
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
造
林
・
伐
採
が
禁
止
と
な
っ
た
こ
と
だ
っ

た
（
安
波
、
高
江
、
宮
城
官
有
林
一
〇
〜
一
二
、一
八
〜
二
九
林
班

（
11
（）。

当
該
領
域
は
、
国
頭
村
安
波
集
落
の
西
側
と
東

村
高
江
区
の
北
側
を
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
海
兵
隊
は
同
訓
練
場
南
部
地
域
に
お
い
て
排
他
的
な
対
ゲ
リ
ラ
演

習
訓
練
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
周
辺
住
民
の
林
野
と
土
地
利
用
を
排
除
し
つ
つ
周
辺
の
自
然
環
境
を
そ
の
ま
ま
訓
練
に

使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た（
図
三
）。
こ
の
訓
練
の
一
環
と
し
て
、訓
練
場
内
部
に
点
在
す
る
ヘ
リ
パ
ッ
ド
を
併
用
し
た
、

上
空
で
の
ゲ
リ
ラ
戦
闘
訓
練
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
に
は
、
新
兵
教
育
用
の
訓
練
映
像
も
撮
影
さ
れ
た
。
こ
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図三　海兵隊特別演習地域の図（南側のピンクで囲まれた地域）（757004（-51）
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の
訓
練
映
像
で
は
、
小
隊
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
コ
ン
兵
を
制
圧
す
る
方
法
や
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
内
部
で
小
隊
を
組
み
、
耳
を
澄

ま
せ
な
が
ら
ボ
デ
ィ
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
を
用
い
て
獣
道
を
前
進
す
る
方
法
、
広
場
で
円
陣
を
組
ん
で
う
つ
伏
せ
て
簡
易
の

拠
点
を
作
る
方
法
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
切
り
立
っ
た
江
の
方
向
か
ら
進
入
し
、
ホ
バ
リ
ン
グ
状
態
で
地
上
に
降
り
立
つ

方
法
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
こ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
、
水
陸
両
用
訓
練
を
強
く
意
識
し
た
訓
練
内
容
と
な
っ
て
い

る
。

　

ヘ
リ
を
組
み
合
わ
せ
た
対
ゲ
リ
ラ
演
習
の
映
像
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
国
頭
村
西
海
岸
の
奥
間
集
落
周
辺
か
ら

東
方
向
に
ヘ
リ
を
飛
ば
し
、
高
江
─
新
川
集
落
の
北
方
を
飛
び
な
が
ら
東
海
岸
の
海
上
ま
で
出
て
、
そ
の
後
南
向
き
に

集
落
を
時
計
回
り
に
囲
む
よ
う
に
し
て
旋
回
し
、
最
終
的
に
は
新
川
﨑
を
回
り
込
み
集
落
上
空
を
北
側
に
飛
行
し
て
、

現
在
の
高
江
区
土
地
改
良
区
付
近
に
着
陸
す
る
訓
練
演
習
が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

（
11
（

。
翌
年
一
九
六
三
年

一
一
月
二
日
に
は
、
北
部
訓
練
場
の
東
側
に
位
置
し
、
海
岸
に
接
し
て
い
る
安
波
訓
練
場
の
使
用
が
開
始
さ
れ
、
ゲ
リ

ラ
戦
闘
訓
練
が
当
該
地
域
で
本
格
化
す
る
こ
と
に
な
る

（
11
（

。

　

５
─
３　

特
別
演
習
区
域
で
の
実
弾
演
習
場
の
設
置
と
実
弾
演
習
計
画
（
一
九
六
五
─
六
年
）

　

一
九
六
五
年
に
は
、
海
兵
隊
特
別
区
域
お
よ
び
そ
の
周
辺
接
続
地
約
二
九
五
・
一
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
六
〜
九
、

一
三
、一
五
林
班
）
を
含
む
、
九
四
七
・
六
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
、
実
弾
演
習
場
の
設
定
を
受
け
て
立
木
伐
採
禁
止
地
域

と
な
っ
た

（
11
（

。
こ
れ
に
よ
り
実
弾
演
習
場
内
部
で
実
弾
訓
練
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
周
辺
地
域
で
立
木
を
伐
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採
し
て
生
活
し
て
い
た
住
民
に
と
っ
て
は
益
々
厳
し
い
規
制
と
な
っ
た
。
一
九
六
六
年
一
月
一
〇
日
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ

は
琉
球
政
府
に
「
北
部
訓
練
場
に
お
け
る
実
弾
射
撃
演
習
場
（Firing Range

）
の
設
置
」
を
報
告
し
た
。
内
容
は
、

一
九
六
六
年
一
月
一
八
日
か
一
九
日
に
既
に
演
習
場
と
な
っ
て
い
る
同
訓
練
場
内
部
の
実
弾
射
撃
お
よ
び
着
弾
地
地
域

に
お
い
て
、
継
続
的
な
実
弾
演
習
が
可
能
か
ど
う
か
判
断
す
る
た
め
の
、
一
〇
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
榴
弾
砲
実
弾
テ
ス

ト
演
習
を
行
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た

（
1（
（

。
計
画
に
は
第
九
海
兵
隊
水
陸
両
用
隊
（（th M

arine A
m

phibious Brigade

）

が
動
員
さ
れ
た
。
こ
の
実
弾
射
撃
演
習
場
そ
の
も
の
は
上
記
の
林
班
地
域
内
部
に
設
置
さ
れ

（
11
（

、
お
よ
そ
二
千
エ
ー
カ
ー

（
八
〇
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
で
（
図
四
）、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
実
弾
砲
撃
テ
ス
ト
演
習
を
一
九
六
六
年
度
に
許
可
し
た

（
11
（

。
予
定

通
り
隊
は
一
月
月
十
八
日
に
実
弾
テ
ス
ト
演
習
を
行
い
、非
常
に
良
い
訓
練
が
遂
行
で
き
た
と
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
へ
報
告
し
、

ま
た
海
兵
隊
は
テ
ス
ト
演
習
に
伴
い
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
か
ら
帰
還
し
た
砲
兵
中
隊
員
が
、
周
辺
環
境
と
植
生
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

と
よ
く
似
て
い
る
と
言
及
し
て
い
る
と
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
へ
報
告
し
た

（
11
（

。

　

同
年
一
一
月
七
日
付
の
在
琉
米
軍
内
部
の
資
料
で
は
、
同
訓
練
場
内
で
少
な
く
と
も
四
半
期
毎
の
砲
撃
訓
練
を
検
討

す
る
計
画
が
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
政
府
道
一
三
号
線
（
現
在
の
県
道
七
〇
号
線
）
の
近
く

か
ら
、北
西
の
伊
湯
岳
に
向
け
て
最
長
七
千
フ
ィ
ー
ト
（
二
・
一
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
実
弾
を
発
射
す
る
計
画
で
あ
っ

た
（
図
四
）。
ま
た
演
習
内
容
を
見
る
と
、
演
習
中
に
一
三
号
線
を
通
過
す
る
人
間
に
対
し
て
は
、
見
張
り
の
兵
隊
が

乗
り
物
か
ら
降
り
ず
に
走
り
続
け
ま
た
着
弾
地
に
入
ら
な
い
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ャ
ー
プ（
♯
）

記
号
は
連
絡
を
取
り
合
う
役
割
の
軍
人
の
配
置
を
示
し
、通
過
す
る
車
両
を
逐
一
報
告
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
た

（
11
（

。
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図四　実弾演習場設置計画図（757004（-51）
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一
九
六
六
年
当
時
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
事
前
許
可
制
に
基
づ
き
「
有
限
の
森
林
資
源
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
北
部
訓
練

場
内
に
お
け
る
実
弾
演
習
に
対
し
て
は
制
限
を
継
続
す
る
の
が
望
ま
し
い
」
と
第
三
海
兵
師
団
に
勧
告
し
た
が
、
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
戦
争
遂
行
の
た
め
の
「
訓
練
が
必
須

（
11
（

」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
勧
告
は
無
視
さ
れ
て
訓
練
は
行
わ
れ
た
。

６　

北
部
訓
練
場
と
周
辺
地
域
を
め
ぐ
る
施
政
権
期
後
期
と
施
政
権
返
還
後
─
─
一
九
七
〇
年
─
二
年

　

６
─
１　

北
部
訓
練
場
北
側
の
実
弾
演
習
場
建
設
と
そ
の
帰
結
と
し
て
の
伊
部
岳
闘
争
（
一
九
七
〇
─
一
年
）

　

一
九
七
〇
年
七
月
に
は
、
海
兵
隊
が
約
一
年
後
に
北
部
訓
練
場
で
の
実
弾
演
習
を
計
画
し
て
い
る
た
め
、
新
た
な
実

弾
砲
撃
演
習
支
援
基
地
と
観
察
場
を
建
設
し
た
こ
と
を
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
法
務
局
に
報
告
し
た

（
11
（

。
第
三
海
兵
師
団
は
、
実
弾

演
習
場
確
保
の
た
め
に
行
っ
た
立
木
の
爆
破
に
つ
い
て
は
現
状
問
題
な
く
、
当
該
地
域
の
村
民
は
海
兵
隊
が
ヘ
リ
パ
ッ

ド
を
建
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
問
題
な
く
特
別
な
反
対
も
な
い
と
同
法
務
局
に
報
告
し
た

（
11
（

。

同
法
務
局
か
ら
海
兵
隊
へ
の
勧
告
は
、
現
存
の
実
弾
演
習
場
と
着
弾
地
の
場
所
に
つ
い
て
決
定
し
、
新
た
な
森
林
地
域

を
訓
練
場
と
し
て
確
保
す
る
場
合
、
海
上
砲
撃
標
的
な
ど
の
森
林
を
破
壊
し
な
い
標
的
を
作
る
と
い
う
可
能
性
を
排
除

し
な
い
こ
と
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
六
〇
年
代
よ
り
琉
球
政
府
や
日
本
政
府
援
助
に
よ
り
組
織
的
に
展
開

す
る
同
地
域
で
の
林
業
開
発
を
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　

同
年
一
二
月
、
第
三
海
兵
師
団
は
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
宛
に
、
北
部
訓
練
場
で
の
実
弾
演
習
の
さ
ら
な
る
使
用
の
実
現
可
能
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性
を
探
る
た
め
、
新
た
な
演
習
場
で
限
定
実
弾
砲
撃
演
習
を
行
う
こ
と
を
報
告
し
た
。
こ
の
実
弾
訓
練
中
は
、
近
隣
の

政
府
道
二
号
線
も
海
兵
隊
管
理
下
に
置
く
と
規
定
さ
れ
た

（
11
（

。
砲
撃
発
射
地
の
建
設
場
所
は
二
号
線
か
ら
北
の
方
角
の
山

頂
で
あ
っ
た
。
実
弾
訓
練
は
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
か
ら
翌
年
二
月
一
五
日
の
間
に
行
わ
れ
る
計
画
と
な
っ
た
。

こ
の
訓
練
は
、
国
頭
村
安
田
区
の
西
の
方
か
ら
、
安
田
集
落
の
北
部
に
あ
る
楚
洲
集
落
を
直
線
上
に
据
え
た
実
弾
砲
撃

演
習
計
画
で
、
か
つ
安
田
区
民
が
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
伊
部
岳
を
着
弾
地
に
含
む
も
の
だ
っ
た
た
め
（
図
五
）、
そ

の
後
激
し
い
直
接
行
動
が
組
織
さ
れ
る
。

　

伊
部
岳
闘
争
直
前
の
一
九
七
〇
年
一
二
月
三
〇
日
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
顧
問
の
ロ
バ
ー
ト
・
Ｔ
・
ジ
ェ
ン
セ
ン
は
同
法
務

局
宛
に
、
沖
縄
で
は
現
在
訓
練
に
対
し
て
の
反
対
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
、
ま
た
反
米
感
情
が
強
い
の
で
「
こ
れ
に
対

す
る
唯
一
の
解
決
策
は
、
完
全
に
適
切
な
不
動
産
を
購
入
し
、
可
能
な
ら
ば
そ
れ
は
島
が
良
く
、
居
住
民
を
排
除
す
る

こ
と

（
11
（

」
が
必
要
で
あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
候
補
地
は
西
表
島
が
良
い
し
、
労
働
力
は
台
湾
か
ら
移
動
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
月
大
晦
日
に
組
織
さ
れ
た
安
田
と
楚
洲
集
落
民
お
よ
び
国
頭
村
民
に
よ
る
直

接
行
動
は
、
闘
争
動
員
過
程
に
お
い
て
左
派
復
帰
運
動
団
体
や
右
派
青
年
が
こ
れ
に
参
加
し
、
さ
ら
に
は
戦
後
初
め
て

選
出
さ
れ
た
沖
縄
県
選
出
国
会
議
員
や
国
際
自
然
保
護
団
体
か
ら
も
演
習
中
止
の
声
が
上
が
り
、
演
習
は
中
止
に
追
い

込
ま
れ
た
（
国
頭
村
伊
部
岳
闘
争

（
1（
（）。

Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
、
海
兵
隊
の
実
弾
演
習
場
周
辺
地
域
が
自
然
保
護
区
と
営
林
区

域
だ
と
い
う
理
由
で
実
弾
砲
撃
演
習
に
反
対
し
た
が
、
海
兵
隊
が
実
弾
砲
撃
訓
練
を
強
行
し
た
た
め
結
果
的
に
村
民
と

の
直
接
対
立
に
帰
結
し
た
。
闘
争
に
よ
る
訓
練
中
止
後
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
第
三
海
兵
師
団
と
北
部
訓
練
場
の
統
治
方
針
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図五　伊部岳付近を着弾地とした実弾演習訓練計画図（75（5（3（）
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に
つ
い
て
調
査
を
開
始
し
た
。
一
九
七
一
年
一
月
二
八
日
付
の
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
報
告
書
で
は
、
琉
球
政
府
と
地
元
住
民

ら
に
よ
る
実
弾
砲
撃
演
習
反
対
の
諸
主
張
の
妥
当
性
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
が
記
さ
れ
て
い
る
。
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
は
実

弾
射
撃
演
習
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
伴
う
鳥
獣
保
護
区
域
（
特
に
伊
部
岳
鳥
獣
保
護
区
）
へ
の
打
撃
や
、
林
業
経
営
地

の
損
失
可
能
性
と
い
う
琉
球
政
府
や
地
元
住
民
ら
の
主
張
は
適
切
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
妥
当
な
選
択
と
し
て

（
一
）
六
ヶ
月
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
設
け
て
、
も
う
一
つ
の
訓
練
実
現
可
能
性
の
た
め
の
調
査
を
遂
行
し
、（
二
）
使
用

が
論
議
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
つ
つ
も
、
空
砲
演
習
の
み
行
う
と
い
う
路
線
を
第
三
海
兵
師
団
に
勧
告
し
た
。

海
兵
隊
側
も
こ
れ
に
同
意
し
、
そ
の
後
同
年
三
月
に
海
兵
隊
は
、
い
か
な
る
実
弾
射
撃
も
行
わ
な
い
が
空
砲
射
撃
演
習

の
可
能
性
は
保
持
し
、
ま
た
ヘ
リ
の
使
用
も
含
め
た
訓
練
も
今
後
行
う
と
公
表
し
た

（
11
（

。

　

伊
部
岳
闘
争
以
後
の
同
年
七
月
に
は
、
第
三
海
兵
師
団
に
よ
り
沖
大
東
島
で
実
弾
射
撃
訓
練
を
行
う
計
画
が
立
て
ら

れ
た

（
11
（

。
ま
た
同
月
に
は
許
可
訓
練
場
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
）
の
一
つ
で
あ
っ
た
東
村
川
田
に
存
在
し
た

川
田
訓
練
場
で
の
演
習
に
よ
り
パ
イ
ン
畑
が
荒
ら
さ
れ
た
り

（
11
（

、
国
頭
村
で
の
植
林
が
無
断
で
二
〇
〇
本
海
兵
隊
に
よ

り
切
り
落
と
さ
れ
た
り
す
る
事
件
が
発
生
し

（
11
（

、
地
元
紙
を
通
じ
て
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
表
一
は
、
一
九
七
一
年

一
〇
月
現
在
の
北
部
訓
練
場
周
辺
の
官
有
林
野
内
軍
用
地
面
積
を
表
し
て
い
る

（
11
（

。
官
有
林
内
の
北
部
演
習
場
は
表
一

の
「
海
兵
隊
北
部
演
習
地
」
の
列
に
示
さ
れ
て
い
る
計
八
四
八
六
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
施
政
権
返
還
後
、
こ
の

地
域
は
引
き
続
き
北
部
訓
練
場
と
し
て
使
用
さ
れ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
内
訳
は
国
有
林
野
七
九
一
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

（
三
〜
四
六
林
班
）、
勅
令
貸
付
国
有
林
三
五
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
四
七
、六
三
林
班
）、
県
有
林
四
三
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
計
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八
六
九
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
っ
た

（
11
（

。

　

６
─
２　

領
域
外
訓
練
用
地
の
取
得
と
周
辺
村
の
使
用
拒
否
お
よ
び
許
可
（
一
九
七
一
年
）

　

海
兵
隊
に
よ
る
周
辺
地
域
住
民
生
活
の
圧
迫
は
明
確
に
住
民
の
不
満
を
蓄
積
さ
せ
た
。
結
果
と
し
て
、
七
二
年
度
米

国
予
算
年
度
の
米
軍
許
可
訓
練
場
（perm

it training area

）
は
、
北
部
訓
練
場
に
隣
接
す
る
川
田
訓
練
場
の
更
新

が
東
村
の
反
対
で
不
可
能
と
な
り
、
同
訓
練
場
隣
接
地
域
は
安
波
訓
練
場
の
み
が
残
存
す
る
こ
と
に
な
る

（
11
（

。
以
下
詳
し

く
見
て
い
こ
う
。
許
可
訓
練
場
と
は
、
四
─
三
で
述
べ
た
一
九
五
八
年
七
月
の
琉
米
共
同
声
明
に
伴
う
土
地
会
議
に
よ

り
、
米
軍
が
軍
用
地
施
設
と
領
域
外
で
必
要
な
訓
練
場
取
得
を
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
代
表
と
な
っ
て
行
う
と
い
う
合
意
に

よ
り
成
立
し
た
訓
練
場
で
あ
る
。
許
可
訓
練
場
は
一
二
ヶ
月
を
基
準
と
し
て
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
と
市
町
村
長
間
の
契
約
に
よ

り
当
該
地
域
（
市
町
村
有
お
よ
び
私
有
地
）
の
使
用
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る

（
11
（

。
一
九
七
一
年
一
〇
月
現
在
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ

Ａ
Ｒ
は
七
カ
所
の
許
可
訓
練
場
を
保
持
し
て
い
た
（
国
頭
村
安
波
、
東
村
川
田
、
名
護
市（

11
（

瀨
嵩
一
、
瀨
嵩
二
、
名
護
市

久
志
、
金
武
村
屋
嘉
二
、
勝
連
村
浮
原
島
）。
こ
れ
ら
は
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
管
理
す
る
旧
日
本
政
府
お
よ
び
旧
沖
縄
県
有

地
で
あ
っ
た
た
め
占
領
さ
れ
た
軍
用
地
へ
の
、
海
兵
隊
の
進
入
訓
練
道
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
海
兵
隊
は
七
二
年
米
予

算
年
度
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
演
習
場
の
向
こ
う
七
年
間
の
許
可
延
長
を
求
め
て
い
た
が
、
同
月
現
在
そ
の
う
ち
三
つ
に

関
し
て
は
各
村
長
か
ら
訓
練
使
用
許
可
が
下
り
（
屋
嘉
二
［
五
〇
三
エ
ー
カ
ー
＝
二
〇
三
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
］、
浮
原
島

［
七
七
エ
ー
カ
ー
＝
三
一
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
］、
久
志
［
二
一
・
九
二
エ
ー
カ
ー
＝
八
・
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
］）、
瀨
嵩
二
は
海
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兵
隊
が
許
可
申
請
を
取
り
下
げ
た
。
他
の
三
つ
に
関
し
て
は
、
川
田
と
瀨
嵩
一
は
村
と
区
に
よ
り
更
新
を
拒
否
、
安
波

に
関
し
て
は
、
村
は
拒
否
し
て
い
る
が
交
渉
中
だ
っ
た

（
1（
（

。
一
九
七
二
年
二
月
一
八
日
、
安
波
訓
練
場
の
使
用
許
可
（
公

有
地
［
一
三
〇
〇
エ
ー
カ
ー
＝
五
二
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
］）
が
国
頭
村
か
ら
下
り
、
結
果
と
し
て
北
部
訓
練
場
へ
の
隣
接

地
域
は
安
波
訓
練
場
の
み
が
残
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た

（
11
（

。
こ
れ
ら
の
使
用
許
可
期
間
は
安
波
訓
練
場
の
み
施
政
権
返
還

日
前
日
の
一
九
七
二
年
五
月
一
四
日
ま
で
で
、
そ
の
他
は
一
九
七
二
年
六
月
三
〇
日
ま
で
だ
っ
た
。
各
訓
練
場
は
、
施

政
権
返
還
後
期
日
通
り
に
返
還
さ
れ
た
が
、
安
波
訓
練
場
の
使
用
は
継
続
す
る
こ
と
に
な
る

（
11
（

。

　

６
─
３　

五
・
一
五
メ
モ
に
お
け
る
北
部
訓
練
場
の
地
位

　

施
政
権
返
還
後
の
北
部
訓
練
場
を
含
む
上
記
訓
練
場
の
地
位
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
安
波
訓
練
場
、
久
志
訓

練
場
、
屋
嘉
訓
練
場
（
屋
嘉
二
）、
浮
原
訓
練
場
は
、
日
米
地
位
協
定
第
二
条
第
四
項
（
ｂ
）
に
基
づ
く
、
一
時
使
用

訓
練
場
と
し
て
法
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
く

（
11
（

。
他
方
、
北
部
訓
練
場
は
同
地
位
協
定
第
二
条
第
一
項
（
ａ
）
に
よ
り
、
日

本
政
府
が
許
可
し
た
恒
久
的
軍
事
施
設
お
よ
び
区
域
と
な
っ
た

（
11
（

。
在
沖
米
軍
基
地
使
用
条
件
に
つ
い
て
の
日
米
政
府
に

よ
る
合
意
事
項
を
記
し
た
五
・
一
五
メ
モ
で
は
、
北
部
訓
練
場
の
使
用
条
件
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う

か
（
11
（

。

　

北
部
訓
練
場
の
使
用
目
的
は
「
訓
練
場
」
と
規
定
さ
れ
、
陸
上
区
域
は
約
八
六
九
一
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
空
域
は
高

度
二
〇
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
（
六
〇
九
・
六
メ
ー
ト
ル
）
ま
で
の
全
空
域
を
、
米
軍
が
使
用
す
る
こ
と
が
日
本
政
府
に
よ
り
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許
可
さ
れ
る
。
使
用
条
件
は
五
つ
あ
り
、
ま
と
め
る
と
（
一
）
使
用
条
件
の
検
討
に
関
す
る
規
定
、（
二
）
実
弾
演
習

に
関
す
る
規
定
、（
三
）
水
源
涵
養
林
お
よ
び
自
然
動
物
保
護
に
関
す
る
規
定
、（
四
）
自
然
保
護
区
域
に
与
え
る
物
理

的
変
化
に
関
す
る
規
定
、（
五
）
水
源
涵
養
林
の
維
持
に
か
か
わ
る
職
員
の
区
域
立
ち
入
り
に
関
す
る
規
定
、
が
存
在

す
る
。
こ
の
う
ち
（
一
）
使
用
条
件
の
（
ｂ
）
条
項
に
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
（
ｂ
）
海
兵
隊
師
団
お
よ
び
そ
の
支
援
部
隊
に
編
成
上
割
り
当
て
ら
れ
る
す
べ
て
の
兵
器
の
実
弾
射
撃
（Live 

Firing

）
は
、
本
施
設
・
区
域
内
の
指
定
射
撃
場
内
で
認
め
ら
れ
る
。
日
米
両
政
府
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
に
実

弾
砲
兵
射
撃
の
た
め
の
適
当
な
弾
着
区
域
を
設
定
す
る
た
め
共
同
調
査
が
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
弾
着
区
域
は
返
還

後
九
ヶ
月
以
内
に
特
定
す
る
。
こ
の
弾
着
区
域
が
特
定
さ
れ
る
ま
で
本
施
設
・
区
域
内
の
実
弾
砲
兵
射
撃
を
行
わ

な
い
。
水
陸
両
用
部
隊
が
通
常
装
備
す
る
全
て
の
兵
器
の
空
砲
射
撃
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
緊
急
の
場
合
の
信

号
目
的
の
た
め
お
よ
び
合
衆
国
軍
隊
の
移
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
信
号
弾
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
11
（

。

こ
れ
が
示
す
の
は
、
伊
部
岳
闘
争
後
に
海
兵
隊
が
、
空
砲
に
限
定
し
た
訓
練
を
行
う
と
い
う
宣
言
が
、「
す
べ
て
の
兵

器
の
実
弾
射
撃
は
、
本
施
設
・
区
域
内
の
指
定
射
撃
場
内
で
認
め
ら
れ
る
」
と
変
更
さ
れ
、
事
実
上
実
弾
射
撃
が
許
容

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
日
米
両
政
府
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
に
実
弾
砲
兵
射
撃
の
た
め
の
適
当
な
弾
着
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区
域
を
設
定
す
る
た
め
共
同
調
査
が
実
施
さ
れ
る
」
と
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
施
政
権
下
で
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
許

可
制
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
実
弾
砲
撃
演
習
は
、
日
米
地
位
協
定
下
の
使
用
協
定
に
お
い
て
も
可
能
性
を
残

し
た
ま
ま
と
な
っ
た

（
11
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
北
部
訓
練
場
の
法
的
地
位
は
、
米
軍
法
体
系
か
ら
日
米
地
位
協
定
体
系
へ

と
接
ぎ
木
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

結
論
と
今
後
の
課
題

　

本
論
は
、
米
施
政
権
下
沖
縄
の
北
部
訓
練
場
地
域
に
お
け
る
土
地
使
用
や
そ
の
条
件
の
生
起
に
つ
い
て
、
軍
事
基
地

の
土
地
利
用
の
法
的
お
よ
び
地
理
的
観
点
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
第
一
に
、
施
政
権
下
の
土
地
を
め
ぐ
る
法
過
程
に
つ

い
て
考
察
し
た
。
市
町
村
有
地
や
私
有
地
は
、
一
九
五
三
年
の
布
令
第
一
〇
九
号
「
土
地
収
用
令
」
に
よ
り
本
格
的
に

接
収
さ
れ
た
こ
と
が
「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
の
生
起
と
そ
の
経
済
的
妥
協
に
帰
結
し
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
、
旧
日
本
政

府
有
お
よ
び
沖
縄
県
有
財
産
の
占
領
は
、
米
軍
政
府
が
占
領
直
後
に
制
定
し
た
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
に
そ
の
起
源
を
持
ち
、

群
島
政
府
に
財
産
管
理
権
と
し
て
継
承
さ
れ
、
そ
の
後
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
引
き
継
ぐ
形
で
保
持
す
る
こ
と
で
展
開
し
た
。

一
九
五
七
年
一
〇
月
に
正
式
に
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
か
ら
在
琉
米
軍
へ
の
土
地
割
当
が
成
立
し
、
翌
年
に
第
三
海
兵
師
団
に
よ

る
使
用
が
詳
細
に
詰
め
ら
れ
る
こ
と
で
恒
久
基
地
と
し
て
設
立
し
た
。
第
二
に
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
北
部
訓
練
場

内
部
の
軍
事
的
土
地
利
用
過
程
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
を
機
に
海
兵
隊
は
訓
練
場
南
側
に
特
別
演
習
区
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域
を
つ
く
り
、
林
業
育
成
も
禁
止
し
、
周
辺
住
民
の
森
林
資
源
利
用
を
制
限
し
た
。
ま
た
訓
練
場
内
部
に
対
ゲ
リ
ラ
戦

闘
訓
練
用
の
村
や
実
弾
演
習
場
を
設
置
し
、
テ
ス
ト
実
弾
演
習
も
実
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
三
に
、
一
九
七
〇
年

海
兵
隊
が
北
部
訓
練
場
北
側
に
新
た
な
実
弾
演
習
場
を
建
設
し
、
そ
の
後
伊
部
岳
闘
争
に
よ
り
演
習
が
止
め
ら
れ
た
後

に
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
海
兵
隊
と
共
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
た
の
か
を
論
じ
た
。
ま
た
こ
れ
が
周
辺
の
許
可
訓
練
場

の
許
可
申
請
に
与
え
た
影
響
と
、
施
政
権
返
還
後
の
五
・
一
五
メ
モ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
伊
部
岳
闘

争
の
後
に
海
兵
隊
司
令
官
が
公
に
述
べ
た
「
実
弾
演
習
は
し
な
い
」
と
い
う
言
明
は
、
施
政
権
返
還
後
の
北
部
訓
練
場

使
用
協
定
で
は
「
す
べ
て
の
兵
器
の
実
弾
演
習
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
反
故
に
さ
れ
、
実
弾
を
含
む
演
習
の
可

能
性
は
施
政
権
返
還
後
も
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
と
め
る
と
、
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
（
一
九
四
五
年
）
→
旧
日
本
政
府
・
沖
縄
県
有
財
産
の
群
島
軍
政
府
に
よ
る
割
当
権

限
取
得
（
一
九
四
八
年
）
→
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
成
立
に
伴
う
割
当
権
限
取
得
（
五
二
年
）
→
土
地
収
用
令
に
伴
う
市
町
村

有
地
や
私
有
地
の
接
収
開
始
（
五
三
年
）
→
北
部
林
野
地
域
の
軍
事
演
習
使
用
の
開
始
（
五
五
年
）
→
プ
ラ
イ
ス
調
査

団
報
告
の
基
地
拡
張
計
画
に
よ
る
旧
日
本
政
府
有
地
の
割
当
に
伴
う
北
部
訓
練
場
の
成
立
（
五
七
年
）
→
第
三
海
兵
師

団
の
北
部
訓
練
場
使
用
条
項
の
確
定
（
五
八
年
）
→
北
部
訓
練
場
南
側
の
対
ゲ
リ
ラ
演
習
専
用
訓
練
場
設
置
と
対
ゲ
リ

ラ
訓
練
村
設
置
（
六
二
─
四
年
）
→
北
部
訓
練
場
南
側
の
実
弾
演
習
場
設
置
（
六
五
年
）
と
テ
ス
ト
実
弾
演
習
（
六
六

年
）
→
北
部
訓
練
場
北
側
で
の
実
弾
演
習
場
新
設
と
実
弾
演
習
計
画
の
住
民
運
動
に
よ
る
失
敗
（
七
〇
─
一
年
）
→
施

政
権
返
還
直
前
の
周
辺
自
治
体
で
の
許
可
訓
練
場
使
用
の
打
ち
切
り
お
よ
び
使
用
許
可
継
続
（
七
一
年
）
→
日
米
地
位
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協
定
に
基
づ
く
軍
事
基
地
の
法
的
地
位
の
変
更
に
伴
う
基
地
立
地
の
継
続
（
七
二
年
）、
と
い
う
過
程
を
経
て
北
部
訓

練
場
の
軍
事
使
用
は
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
字
通
り
「
占
領
」
さ
れ
た
土
地
だ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
的
地
理
的
に
決
定
さ
れ
た
土
地
を
め
ぐ
る
地
位
が
、
一
九
九
〇
年
代
の
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合
意
に
伴
う
北

部
訓
練
場
の
北
側
及
び
南
端
返
還
計
画
策
定
の
際
の
青
写
真
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合

意
の
後
、
二
〇
〇
六
年
に
日
米
合
同
委
員
会
で
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
北
部
訓
練
場
の
残
存
地
域
は
、
六
二
年
に

指
定
さ
れ
た
特
別
専
用
訓
練
地
域
お
よ
び
六
五
年
の
実
弾
演
習
場
地
域
の
大
半
と
重
複
し
た
地
域
と
、
南
側
の
福
地
ダ

ム
ま
で
の
地
域
、
そ
し
て
北
側
に
伸
び
る
ヘ
リ
パ
ッ
ド
群
を
含
む
地
域
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
施
政
権
返
還
後
、
地
位

協
定
二
─
四
─
（
ｂ
）
に
基
づ
き
継
続
使
用
さ
れ
た
安
波
訓
練
場
が
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
合
意
で
一
九
九
八
年
に
返
還
さ
れ
、
こ

れ
に
よ
り
消
失
す
る
水
辺
か
ら
の
進
入
路
の
た
め
の
陸
域
と
水
域
が
新
た
に
提
供
さ
れ
た
。
そ
し
て
南
側
残
存
地
域
に

北
側
に
あ
る
訓
練
能
力
を
移
設
す
る
た
め
に
、
新
た
な
ヘ
リ
パ
ッ
ド
六
基
を
作
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

本
論
の
今
後
の
課
題
は
、
施
数
権
期
の
三
村
（
国
頭
村
、
東
村
、
大
宣
味
村
）
に
お
け
る
村
有
地
お
よ
び
私
有
地
の

接
収
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
的
に
は
布
令
第
一
〇
九
号
の
発
布
に
よ
り
接
収
は
可
能
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。
も
う
一
つ
は
、
北
部
訓
練
場
内
部
で
土
地
と
は
別
に
管
理
さ
れ
て
い
た
木
々
、
す
な
わ
ち
国
有
林
野
を
め

ぐ
る
行
政
の
政
治
過
程
を
含
め
た
法
的
地
理
的
展
開
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
な
管
理
に
つ
い
て
は
地
図
資
料
の
多
く
が

米
軍
側
の
資
料
だ
っ
た
た
め
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
Ⅱ
で
入
手
し
た
関
連
資
料
に
よ
っ
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て
今
後
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
本
論
の
公
文
書
資
料
の
渉
猟
と
分
析
と
い
う
方
法
論
か
ら
明
確
に
な
る
の
は
、
地
域
を
め
ぐ
る
軍
事
行
政
の
歴

史
的
過
程
に
光
を
当
て
る
た
め
の
行
政
資
料
が
旧
統
治
国
に
持
ち
帰
ら
れ
、
地
域
に
保
持
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
自
明

だ
が
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
現
実
は
軍
事
用
地
の
返
還
地
に
お
い
て
、
か
つ
て
何
が
具
体
的
に
存
在
し
、
ま
た
ど

の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
履
歴
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
地
域
の
た

め
の
環
境
汚
染
や
自
然
環
境
保
護
を
主
眼
と
し
た
返
還
跡
地
計
画
の
策
定
可
能
性
を
著
し
く
制
限
し
て
い
る
。
新
た
に

返
還
さ
れ
る
北
部
訓
練
場
の
北
側
お
よ
び
南
端
に
関
し
て
も
、
当
時
の
資
料
を
精
査
し
環
境
汚
染
な
ど
が
見
つ
か
る
可

能
性
の
あ
る
箇
所
を
予
め
特
定
し
、行
政
的
な
対
処
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
枠
組
み
が
策
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

資
料
一
：
割
当
Ｕ
Ｓ
─
二
二
八　

日
本
政
府
所
有
財
産
の
割
当

一
、一
九
五
二
年
四
月
三
〇
日
付
け
の
極
東
軍
書
簡
、
題
名
「
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
の
た
め
の
指
令
」
に
含
ま

れ
る
権
限
に
従
っ
て
改
正
さ
れ
、
琉
球
軍
の
副
司
令
官
（D

eputy Governor

）
に
よ
り
権
限
を
付
与
さ
れ

た
代
理
人
で
あ
る
琉
球
財
産
管
理
官
（Ryukyu Property Custodian

）
は
、
こ
こ
に
琉
球
列
島
米
国
軍

に
対
し
て
、
以
下
に
記
載
さ
れ
る
日
本
政
府
所
有
財
産
の
使
用
（use

）
と
占
有
（possession

）
を
割
り
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当
て
る
。

　

国
頭
村
と
東
村
に
位
置
す
る
日
本
政
府
所
有
地
約
二
万
一
四
五
〇
エ
ー
カ
ー
は
、
そ
の
大
半
が
北
部
訓
練
場
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
軍
事
施
設
と
な
り
、
こ
こ
に
添
付
さ
れ
ま
た
本
割
当
の
一
部
と
な
る
別
紙
Ａ
［
図
一
］
の
地

図
に
示
さ
れ
る
。

　

ま
た
添
付
の
別
紙
Ｂ
は
、
当
該
地
域
の
使
用
に
つ
い
て
統
治
す
る
た
め
に
合
意
さ
れ
た
条
項
を
含
む
、
本
割
当

の
一
部
で
あ
る
。

二
、
こ
の
割
当
の
受
け
入
れ
に
際
し
て
受
領
者
は
、
上
記
の
財
産
は
完
全
に
米
国
政
府
に
よ
る
利
用
に
当
て
ら
れ

る
こ
と
に
同
意
す
る
。
受
領
者
の
財
産
使
用
用
件
が
許
可
さ
れ
る
場
合
、受
領
者
は
本
財
産
を
貸
借（lease

）、

地
役
権
（easem

ent

）、
許
可
（license
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
提
供
に
よ
り
付
与
さ

れ
た
許
可
は
、
毎
年
六
月
三
〇
日
に
破
棄
で
き
る
も
の
と
し
、
受
領
者
の
不
動
産
に
属
す
る
規
則
に
従
う
も

の
と
す
る
。
こ
の
提
供
は
、
米
国
の
選
択
権
に
よ
り
毎
年
更
新
で
き
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り

受
け
取
ら
れ
る
賃
貸
料
や
補
償
金
は
、
民
政
副
長
官
に
送
金
さ
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
受
領

者
は
こ
の
財
産
割
当
は
、
所
有
権
（title

）
の
移
転
、
上
述
財
産
の
永
代
使
用
権
あ
る
い
は
そ
の
他
の
所
有
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利
害
の
権
利
に
は
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
、
こ
れ
に
同
意
す
る
。

三
、
こ
の
割
当
は
、
当
該
財
産
の
た
め
に
作
ら
れ
た
全
て
の
先
行
す
る
割
当
に
優
先
さ
れ
る
。

割
当
に
同
意
す
る
：

一
九
五
七
年
一
〇
月
二
五
日　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琉
球
列
島
米
国
民
政
府　

琉
球
財
産
管
理
官

米
国
に
よ
り
受
領
さ
れ
許
可
さ
れ
る
：

一
九
五
七
年
一
一
月
一
日　

ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
レ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
動
産
部
長
、
米
国
陸
軍
工
兵
局
、
沖
縄

別
紙
Ｂ

　

米
国
管
理
下
に
現
在
あ
る
日
本
政
府
所
有
財
産
を
最
大
限
に
そ
し
て
適
切
に
保
護
す
る
と
い
う
プ
ラ
イ
ス
調
査

委
員
会
の
勧
告
に
従
う
た
め
に
、
下
記
の
条
項
が
北
部
訓
練
場
と
し
て
知
ら
れ
る
土
地
割
当
の
一
部
を
形
成
し
こ
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こ
に
添
付
さ
れ
る
。

一
、
既
存
の
道
路
を
拡
張
し
た
り
使
用
し
た
り
、
新
た
な
ア
ク
セ
ス
の
た
め
の
経
路
を
建
設
す
る
目
的
の
た
め
に

森
林
地
域
を
開
拓
す
る
こ
と
に
反
対
し
な
い
。
こ
れ
ら
作
戦
は
、
軍
事
的
に
一
時
的
に
制
限
す
る
短
期
間
を

除
い
て
は
、
立
木
の
破
壊
を
最
小
化
し
現
地
民
の
道
路
お
よ
び
経
路
使
用
を
拒
否
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
視
点
か
ら
着
手
さ
れ
る
。

二
、
安
全
の
た
め
の
必
要
性
そ
し
て
／
あ
る
い
は
特
定
の
訓
練
形
式
に
よ
り
、
短
期
的
に
地
域
住
民
の
当
該
地
域

使
用
を
禁
止
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
期
間
は
最
小
限
に
抑
え
ら

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
最
小
限
の
人
々
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

三
、
こ
の
割
当
は
、
実
弾
射
撃
が
区
域
内
で
行
わ
れ
な
い
と
い
う
理
解
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
将
来
的
に
実
弾
演

習
（live firing

）
が
求
め
ら
れ
る
場
合
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
事
前
承
認
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
森
林
財
産
（forestry property

）
は
未
だ
に
日
本
政
府
有
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、
立
木
の
破
壊
は
、
一
時

的
な
キ
ャ
ン
プ
場
建
設
の
た
め
の
最
小
限
の
立
木
伐
採
や
、
訓
練
に
絶
対
的
に
必
要
な
行
為
で
あ
る
と
こ
ろ

の
そ
の
他
の
立
木
伐
採
を
除
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。
当
該
地
域
の
改
良
の
た
め
の
そ
の
他
の
形
態
の

破
壊
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
事
前
承
認
な
し
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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【
註
】

（
1
）
以
下
引
用
は
、
史
資
料
に
関
し
て
は
脚
注
内
に
記
述
し
、
ま
た
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
資
料
も
脚
注
内
に
記
述
し
そ
の
取
得
日
は
す
べ

て
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
六
日
現
在
で
あ
る
。
文
献
に
関
し
て
は
著
者
名
・
出
版
日
・
頁
数
を
明
記
し
、
巻
末
の
参
考
文
献
に

書
誌
情
報
を
提
示
し
た
。

（
（
）
仲
間
（
二
〇
一
一
）、
拙
稿
（
二
〇
一
五
ａ
）、
林
野
庁
（
一
九
七
四
、一
九
七
五
）。

（
3
）
沖
縄
県
農
林
水
産
行
政
史
編
集
委
員
会
（
一
九
八
三
、一
九
八
四
、一
九
八
九
）、
沖
縄
県
環
境
部
環
境
政
策
課
、
二
〇
一
七

「
米
軍
基
地
環
境
カ
ル
テ
─
─
北
部
訓
練
場
（
施
設
番
号
：FA

C（001

）」（http://w
w

w
.pref.okinaw

a.jp/site/kankyo/

seisaku/docum
ents/01.pdf

）。

（
4
）
比
嘉
（
二
〇
〇
一
）、
拙
稿
（
二
〇
一
四
、二
〇
一
五
ａ
、
二
〇
一
五
ｂ
、
二
〇
一
六
）。

（
5
）
前
述
の
二
つ
の
運
動
に
加
え
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
行
わ
れ
た
国
頭
村
安
波
に
お
け
る
ハ
リ
ア
ー
着
陸
帯
建
設
阻
止
闘
争
も

含
む
。

（
（
）
法
務
局
の
主
な
任
務
は
、
立
法
政
策
、
手
順
に
つ
い
て
高
等
弁
務
官
、
民
政
官
、
琉
球
政
府
、
そ
の
他
公
共
、
民
間
組
織
へ
指

導
と
助
言
を
行
う
こ
と
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
裁
判
所
の
初
審
と
控
訴
審
で
米
国
を
代
表
す
る
こ
と
、
琉
球
に
お
け
る
民
主
的
司
法
制

度
の
補
助
、
琉
球
政
府
法
務
局
、
検
察
局
、
裁
判
所
を
監
督
す
る
こ
と
、
琉
球
に
お
け
る
米
国
の
土
地
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
、

日
本
政
府
や
本
土
の
都
道
府
県
の
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
（
沖
縄
県
公
文
書
館
、
二
〇
〇
三
）。

（
7
）「
選
挙
に
司
法
介
入
も　

沖
縄
県
公
文
書
館
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
文
書
公
開
」『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
二
〇
一
七
年
三
月
二
三
日
。
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（
（
）
以
下
得
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
群
の
（
ａ
）
フ
ァ
イ
ル
名
（
ｂ
）
グ
ル
ー
プ
名
（
ｃ
）
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
Ⅱ
の
識
別
番
号
（
ｄ
）

資
料
の
概
要
を
記
載
す
る
。

(a)U
SM

C N
orthern T

raining A
rea, (b) RG （（0: Property Custodian Branch Files Regarding M

ilitary 

T
raining A

reas, (c)75（5（3（, （
ｄ
）
北
部
訓
練
場
に
関
す
る
書
類

(a)N
orthern T

raining A
rea (1),(b)RG （（0: Property Custodian A

dm
inistrative Files､

(c) 757004（-51, 

（
ｄ
）
Ｕ

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
財
産
管
理
に
関
す
る
書
類(1（50-1（7（)

(a)N
orthern T

raining A
rea (4),(b)RG （（0: Property Custodian A

dm
inistrative Files､

(c) 7570053-4, 

（
ｄ
）
Ｕ

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
の
財
産
管
理
に
関
す
る
書
類(1（50-1（7（)

(a)Counter Guerrilla Course, N
orth T

raining A
rea, O

kinaw
a, July 1（（（,(b)RG 1（7: U

nedited M
otion Picture 

Film
s, (c)373（（,

（
ｄ
）
北
部
訓
練
場
で
の
訓
練
映
像

(a)Counter Guerrilla Course, N
orth T

raining A
rea, O

kinaw
a, 1（ July 1（（（,(b)RG 1（7: U

nedited M
otion 

Picture Film
s, (c)373（（,

（
ｄ
）
北
部
訓
練
場
で
の
訓
練
映
像

（
（
）
岡
倉
・
牧
瀬
編
（
一
九
六
九
：
二
〇
二
─
四
）。

（
10
）「
其
の
財
産
の
権
利
、
所
有
権
又
は
権
益
を
有
す
る
者
に
依
り
て
遺
棄
さ
れ
た
る
総
て
の
財
産
お
よ
び
財
産
管
理
官
に
依
り
て

遺
棄
し
た
る
も
の
と
決
定
さ
れ
た
る
総
て
の
財
産
を
含
む
」（
同
上
：
二
〇
二
）。

（
11
）「
米
国
以
外
の
国
家
が
其
の
権
利
、
所
有
権
又
は
権
益
を
有
す
る
総
て
の
財
産
又
は
米
国
以
外
の
国
家
に
依
り
て
所
有
、
支
配
、



417 米施政権下における北部訓練場の軍事的土地利用はいかになされたか

管
理
さ
れ
た
る
総
て
の
財
産
或
は
会
社
、
商
会
、
組
合
、
協
会
お
よ
び
団
体
の
財
産
に
し
て
米
国
以
外
の
国
家
が
其
の
本
来
の

権
益
を
有
し
、
且
つ
、
其
の
本
来
の
支
配
権
を
行
使
し
た
る
も
の
お
よ
び
財
産
管
理
官
に
依
り
て
国
有
財
産
と
決
定
さ
れ
た
る

総
て
の
財
産
を
含
む
」（
同
上
：
二
〇
二
）。

（
1（
）「
国
際
公
法
の
下
に
賠
償
無
く
し
て
略
取
し
得
る
総
て
の
私
有
財
産
お
よ
び
財
産
管
理
官
が
国
際
公
法
の
下
に
賠
償
無
く
し
て

略
取
し
得
る
私
有
財
産
と
決
定
し
た
総
て
の
私
有
財
産
を
含
む
」（
同
上
：
二
〇
三
）。

（
13
）
ニ
ミ
ッ
ツ
布
告
は
市
長
村
有
地
も
一
九
四
五
年
の
「
遺
棄
財
産
」
に
組
み
込
ん
だ
が
、
一
九
四
六
年
四
月
に
終
戦
当
時
の
市
町

村
行
政
区
域
の
市
町
村
長
が
米
軍
政
府
に
任
命
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
市
長
村
有
地
は
市
町
村
に
返
還
さ
れ
た
（
琉
球
銀
行
調
査

部
編
、
一
九
八
三
：
四
一
四
、
林
野
庁
林
政
課
、
一
九
七
四
：
一
八
）。
一
九
四
九
年
改
正
は
こ
の
変
更
を
含
ん
で
い
る
。

（
14
）
沖
縄
県
農
林
水
産
行
政
史
編
集
委
員
会
（
一
九
八
九
：
五
八
）。

（
15
）
同
上
。
英
文
で
は
以
下
の
通
り
。A

rt. 55. T
he occupying State shall be regarded only as adm

inistrator and 

usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, 

and situated in the occupied country. It m
ust safeguard the capital of these properties, and adm

inister 

them
 in accordance w

ith the rules of usufruct. (U
niversity of M

innesota H
um

an Rights Library, （01（, 

"H
ague Convention IV

 - Law
s and Custom

s of W
ar on Land: 1（ O

ctober 1（07, 3（ Stat. （（77, 1 Bevans 

（31, （05 Consol. T
.S. （77, 3 M

artens N
ouveau Recueil (ser. 3) 4（1, entered into force Jan. （（, 1（10" (http://

hrlibrary.um
n.edu/instree/1 （07c.htm

))
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（
1（
）Ryukyuan Property Custodian, A

pril 7, 1（4（.

（
沖
縄
県
公
文
書
館
蔵
：00000111（1

）
お
よ
び
「
琉
球
財
産
の
管
理
」（
沖

縄
大
百
科
辞
典
刊
行
事
務
局
編
、
一
九
八
三
：
八
七
六
）。

（
17
）D

irective for U
nited States Civil A

dm
inistration of the Ryukyu Islands, D

ecem
ber 5, 1（50. 

（
沖
縄
県
公
文
書

館
蔵
：0000010（（（

）

（
1（
）
同
上
。

（
1（
）
同
上
。

（
（0
）Civil A

dm
inistration D

irective N
o.4, M

arch 13, 1（5（.

（
沖
縄
県
公
文
書
館
蔵
：00000114（1

）

（
（1
）
一
九
五
〇
年
一
二
月
五
日
施
行
の
極
東
軍
司
令
官
指
令
は
同
指
令
に
代
わ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

（
（（
）D

irective for U
nited States Civil A

dm
inistration of the Ryukyu Islands, A

pril 30, 1（5（.

（
沖
縄
県
公
文
書
館

蔵
：0000010（（3

）
お
よ
びA

llocation N
R. U

S-（（（, A
llocation of Japanese Governm

ent O
w

ned Property, 

N
ovem

ber 1, 1（57. （
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-51

） 

（
（3
）D

irective for U
nited States Civil A

dm
inistration of the Ryukyu Islands, A

pril 30, 1（5（.

（
（4
）
英
文
本
文
で
は
、"such public property belonging to the Japanese Governm

ent or to Ryukyuan governm
ental 

instrum
entalities other than m

unicipalities"

と
記
さ
れ
て
い
る
。（D

irective for U
nited States Civil 

A
dm

inistration of the Ryukyu Islands, A
pril 30, 1（5（.

）

（
（5
）
沖
縄
県
公
文
書
館
、
二
〇
一
七
「
布
令
・
布
告
・
指
令
等
（
３
）
土
地
接
収
」（http://w

w
w

.archives.pref.okinaw
a.jp/
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ryukyu_governm
ent/4（（（

）。

（
（（
）
宮
里
（
一
九
六
六
：
七
五
─
六
）。

（
（7
）Civil A

dm
inistration Proclam

ation N
o. （（, 5 D

ecem
ber 1（53. 

（
沖
縄
県
公
文
書
館
蔵: 00000114（7

）
お
よ
び
沖
縄

県
公
文
書
館
、
二
〇
一
七
「
布
令
・
布
告
・
指
令
等
（
３
）
土
地
接
収
」
前
掲
。

（
（（
）
沖
縄
県
公
文
書
館
、
二
〇
一
七
「
布
令
・
布
告
・
指
令
等
（
３
）
土
地
接
収
」
同
上
。

（
（（
）
宮
里
（
一
九
六
六
：
七
八
─
八
〇
）。

（
30
）
宮
里
（
同
上
：
九
五
）。

（
31
）U

S Forces T
raining Exercise (K

unigam
i, H

igashi and O
gim

i Sons), January （（, 1（55.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書

館
蔵
：75（5（3（

）

（
3（
）「
米
国
軍
隊
の
演
習
に
つ
い
て
（
国
頭
、
大
宜
味
、
東
村
）」
一
九
五
五
年
二
月
二
日
。
本
資
料
は
比
嘉
康
文
氏
に
よ
る
。
こ
こ

に
感
謝
し
た
い
。

（
33
）
同
上
。

（
34
）
同
上
。

（
35
）U

S Forces T
raining (K

unigam
i, H

igashi and O
gim

i Sons), N
ovem

ber （5, 1（55.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：

75（5（3（

）。

（
3（
）
同
時
期
の
三
村
に
お
け
る
村
有
地
お
よ
び
私
有
地
の
接
収
に
関
し
て
は
、
資
料
的
制
約
の
た
め
明
ら
か
で
は
な
い
。
法
的
に
は



4（0

布
令
第
一
〇
九
号
の
発
布
に
よ
り
接
収
は
可
能
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
判
明
し
な
い
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
37
）
同
上
。

（
3（
）
岡
倉
・
牧
瀬
編
（
上
掲
：
二
─
七
）。

（
3（
）
仲
間
（
二
〇
一
一
：
二
三
四
─
五
）、
拙
稿
（
二
〇
一
三
）、Governm

ent of the Ryukyu Islands, 1（55, GRI A
genda 

Congressional Field T
rips, O

ct, （（, 1（55: （7-41

（
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
：00000（（371

）.

（
40
）
仲
間
（
上
掲
：
二
三
五
）、Governm

ent of the Ryukyu Islands, ibid: 37-（.

（
41
）
仲
間
（
同
上
）。

（
4（
）Governm

ent of the Ryukyu Islands, ibid: 34-5.

（
43
）
こ
れ
に
よ
り
布
令
一
〇
九
号
は
廃
止
さ
れ
た
。

（
44
）U

nited States Land A
cquisition Program

, （3, February 1（57.

（
沖
縄
県
公
文
書
館
蔵
：00000113（4

）
日
本
語
訳
は

宮
里
（
一
九
六
六
：
一
〇
七
─
八
）
を
参
照
し
、
適
宜
英
訳
を
本
文
か
ら
追
加
し
た
。

（
45
）
琉
球
銀
行
調
査
部
編
（
一
九
八
四
：
五
〇
六
）

（
4（
）
限
定
付
土
地
保
有
権
九
八
万
坪
（
三
二
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
）、
定
期
賃
借
権
二
〇
九
万
坪
（
六
九
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
）。

（
47
）
琉
球
銀
行
調
査
部
編
（
一
九
八
四
：
五
〇
六
）

（
4（
）
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
一
五
「Records of the U

.S. Civil A
dm

inistration of the Ryukyu Islands (U
SCA

R) 1（45-

7（

」（https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/U
SCA

R.php

）。
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（
4（
）
詳
し
く
は
末
尾
の
資
料
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
50
）A

llocation of Prefectural Lands, N
orthern T

raining A
rea: request for. O

ctober 3, 1（57. (

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文

書
館
蔵
：757004（-51)

（
51
）
琉
球
政
府
側
の
沖
縄
本
島
北
部
基
地
接
収
に
関
す
る
反
対
姿
勢
を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
筆
者
（
二
〇
一
六
）、
仲
間

（
二
〇
一
一
）、
お
よ
び
平
良
（
二
〇
一
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5（
）
民
有
地
に
関
す
る
資
料
は
出
て
い
な
い
た
め
、
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

（
53
）
極
東
軍
指
令
に
よ
り
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
が
占
有
し
た
旧
日
本
政
府
有
・
沖
縄
県
有
財
産
を
指
す
。

（
54
）Incorporation into the U

.S. M
ilitary Reservation of Japanese Governm

ent Properties and Form
er O

kinaw
a 

Prefectural Properties, A
n Inquiry about. M

ay 1（, 1（5（.(

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-51*1（7-554)

（
55
）Incorporation into the U

.S. M
ilitary Reservation of Japanese Governm

ent Properties and Form
er O

kinaw
a 

Prefectural Properties, A
n Inquiry about. June 11, 1（5（.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-51*1（（-554

）

（
5（
）
注
二
三
参
照
。

（
57
）
琉
球
銀
行
調
査
部
編
（
一
九
八
三
：
四
一
四
）。

（
5（
）A

llocation of Land – N
orthern T

raining A
rea, N

ovem
ber 10, 1（5（.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-

51*140-554

）

（
5（
）
同
上
。



4（（

（
（0
）
琉
球
銀
行
調
査
部
編
（
一
九
八
三
：
五
一
九
─
二
三
）。

（
（1
）T

ree Clearance (N
orthern T

raining A
rea): request for, M

ay 15, 1（（（.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-

51
）

（
（（
）Request for T

ree Clearance (N
orthern T

raining A
rea) , M

ay （1, 1（（（.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-

51

）

（
（3
）
琉
球
朝
日
放
送
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
『
標
的
の
村
』
二
〇
一
二
（
三
上
智
恵
／
六
〇
分
）
に
お
い
て
、
当
時
動
員
さ
れ
た
住
民

に
つ
い
て
報
じ
ら
れ
た
。

（
（4
）Field T

raining Exercise by the 14th Psychological O
perations Battalion in N

orthern O
kinaw

a, O
ctober （, 

1（（4.

（
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
：U

（1100153B

）

（
（5
）「
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
広
報
局
写
真
資
料
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ0（-0（

巻
」（
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
：000011（0（（-3（-5（-1

）
お
よ
び
「
Ｕ

Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
広
報
局
写
真
資
料
サ
ブ
シ
リ
ー
ズ0（-0（

巻
」（
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
：000011（0（（-3（-5（-（

）
の
写
真
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
（（
）
林
野
庁
林
政
課
（
一
九
七
五
：
二
三
）。

（
（7
）Counter Guerrilla T

raining Course, N
orth T

raining A
rea, O

kinaw
a, 1（ July, 1（（（.（

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：

373（（

）

（
（（
）Counter Guerrilla Course, N

orth T
raining A

rea, O
kinaw

a, July 1（（（.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：373（（

）
お
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よ
びCounter Guerrilla Course, N

orth T
raining A

rea, O
kinaw

a, 1（ July, 1（（（.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：

373（（

）

（
（（
）
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
総
務
部
跡
地
利
用
対
策
課
、
二
〇
一
三
「
安
波
訓
練
場
①
」（http://atochi.ogb.go.jp/

atochidoc/carte/pdf/carte03.pdf?（01305（4

）。

（
70
）Section （ M

iscellaneous Inform
ation and W

ork Status Report, July 13, 1（70. (

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：

75（5（3（)

お
よ
び
林
野
庁
林
政
課
（
一
九
七
五
：
二
四
）。

（
71
）Establishm

ent of a Firing Range in the N
orthern T

raining A
rea, O

kinaw
a, January 10, 1（70. (

ア
メ
リ
カ
国
立

公
文
書
館
蔵
：757004（-51)

（
7（
）
位
置
は
二
〇
一
七
年
現
在
の
Ｎ
四
地
区
の
ヘ
リ
パ
ッ
ド
付
近
を
そ
の
発
射
地
点
と
し
て
い
た
。

（
73
）U

se of N
orthern T

raining A
rea, D

ecem
ber 1（, 1（70.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）

（
74
）N

orthern T
raining A

re (N
T

A
) Live O

rdinance Im
pact A

rea T
est; report for, A

pril 7, 1（（（.

（
ア
メ
リ
カ
国
立

公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）

（
75
）A

rtillery Firing Exercise in N
T

A
, O

kinaw
a, N

ovem
ber 7, 1（（（. (

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-51)

（
7（
）U

se of N
orthern T

raining A
rea, D

ecem
ber 1（, 1（70.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）

（
77
）Section （ : M

iscellaneous Inform
ation and W

ork Stars Report, July 13, 1（70.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：

75（5（3（

）
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（
7（
）
し
か
し
こ
の
指
摘
は
、
後
の
伊
部
岳
闘
争
の
生
起
に
よ
り
全
く
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
7（
）N

otification of Firing, D
ecem

ber （, 1（70.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）

（
（0
）U

se of the N
orthern T

raining A
rea, D

ecem
ber 30, 1（70.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）

（
（1
）
伊
部
岳
闘
争
の
政
治
過
程
に
関
し
て
は
、
比
嘉
（
二
〇
〇
一
）
に
詳
し
い
。
鳥
獣
保
護
運
動
は
、
天
然
記
念
物
指
定
の
ノ
グ

チ
ゲ
ラ
が
生
息
す
る
演
習
場
内
部
に
位
置
し
た
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
活
動
と
し
て
展
開
し
た
。
ま
た
沖
縄
鳥
類
保
護
連
盟
や

野
鳥
の
会
の
み
な
ら
ず
、
タ
イ
の
鳥
類
病
理
学
者
（M

igratory A
nim

al Pathological Survey, January 7, 1（71. 

ア
メ

リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）、
国
際
鳥
類
保
護
会
議
オ
ー
ス
ト
リ
ア
支
部
（Internationale Rat für V

ogelschutz, 

Ö
sterreichische Sektion, February 10, 1（71. 

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：7570053-4

）、山
階
鳥
類
研
究
所
（January 

11, 1（71. 

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：7570053-4

）
か
ら
も
科
学
的
見
地
か
ら
の
保
護
が
訴
え
ら
れ
た
。

（
（（
）
筆
者
二
〇
一
五
ｂ
。

（
（3
）N

otification of Change of Live-Firing T
raining Schedule, July 1, 1（71.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）

（
（4
）『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』、
一
九
七
一
年
一
月
一
四
日
。

（
（5
）For Im
m

ediate Release, January 30, 1（71.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）。

（
（（
）
こ
の
う
ち
陸
軍
北
部
演
習
地
は
「
奥
訓
練
場
」
と
呼
ば
れ
た
訓
練
場
だ
っ
た
が
、
一
九
七
一
年
六
月
三
〇
日
に
琉
球
政
府
へ
解

放
さ
れ
た
（
林
野
庁
林
政
課
、
一
九
七
五
：
二
三
）。
同
訓
練
場
の
詳
細
に
関
し
て
は
別
項
に
譲
り
た
い
。

（
（7
）
林
野
庁
林
政
課
（
一
九
七
五
：
二
三
─
四
）。
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（
（（
）U

.S. Forces T
raining A

reas on Perm
it Basis (FY

7（), N
ovem

ber （4, 1（71.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：

75（5（3（

）
お
よ
びT

raining Perm
its, O

ctober 13, 1（71.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：757004（-51

）
そ
れ
以
外
は

金
武
の
屋
嘉
第
二
、
浮
原
島
、
久
志
訓
練
場
が
、
海
兵
隊
が
使
用
で
き
る
許
可
訓
練
場
と
な
る
。

（
（（
）Background for T

aking Points: Perm
its for M

arine T
raining A

reas, H
ICO

M
 m

eeting w
ith M

r. Inam
ine, 13 

O
ctober, 1（71. （

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）。

（
（0
）
一
九
七
〇
年
八
月
一
日
に
、
旧
久
志
村
が
名
護
町
、
羽
地
村
、
屋
部
村
、
羽
地
村
、
屋
我
地
村
と
合
併
し
て
名
護
市
が
誕
生
し
た
。

（
（1
）U

SM
C Perm

it T
raining A

reas, 7 July, 1（71.

（
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）

（
（（
）
諮
問
第
一
号　

国
頭
村
安
波
演
習
地
（
村
公
有
林
内
）
の
使
用
許
可
更
新
に
つ
い
て
、
一
九
七
二
年
二
月
一
八
日
（
ア
メ
リ
カ

国
立
公
文
書
館
蔵
：75（5（3（

）。

（
（3
）
沖
縄
県
総
務
部
（
一
九
七
二
：
四
一
─
二
）。

（
（4
）
沖
縄
県
総
務
部
（
一
九
七
二
：
一
一
─
二
三
）。
安
波
訓
練
場
は
村
有
地
、
久
志
、
屋
嘉
、
浮
原
訓
練
場
は
私
有
地
で
あ
る
。

安
波
訓
練
場
に
お
い
て
は
、
同
項
に
よ
り
安
波
海
岸
が
提
供
水
域
と
な
っ
た
。
他
方
、
北
部
訓
練
場
地
域
は
、
旧
国
有
地
・
沖

縄
県
地
・
市
町
村
有
地
（
＝
公
有
地
）
を
含
む
他
に
民
有
地
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
（5
）
外
務
省
（
二
〇
一
七
）「
沖
縄
の
施
設
・
区
域
（
五
・
一
五
メ
モ
等
）」
五
・
一
五
メ
モ
は
英
語
版
と
日
本
語
仮
訳
版
が
存
在
す
る
。

前
者
は
以
下
の
リ
ン
ク
を
（http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/0（_03en.pdf

）、
後
者
は
以

下
の
リ
ン
ク
（http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/0（_03.pdf

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
（（
）
五
・
一
五
メ
モ
は
長
ら
く
そ
の
全
貌
が
公
開
さ
れ
な
か
っ
た
合
意
文
章
で
あ
り
、
完
全
な
る
公
開
は
一
九
九
七
年
を
待
た
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
（
沖
縄
県
知
事
公
室
基
地
対
策
課
、
二
〇
一
三
：
三
六
一
─
三
）。

（
（7
）
同
上
。

（
（（
）
一
九
八
〇
年
二
月
に
、
海
兵
隊
総
司
令
官
が
米
上
院
で
、
北
部
訓
練
場
の
着
弾
地
域
の
指
定
お
よ
び
対
戦
者
ミ
サ
イ
ル
の
実
弾

発
射
訓
練
の
実
施
を
日
本
側
と
協
議
中
と
報
道
さ
れ
た
（
沖
縄
県
労
働
渉
外
部
編
一
九
八
三
：
二
四
）。
こ
れ
が
問
題
と
な
っ

た
後
、
北
部
訓
練
場
内
の
実
弾
射
撃
演
習
に
つ
い
て
は
問
題
化
し
て
い
な
い
。
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岡
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縄
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会
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沖
縄

県
東
村
高
江
の
米
軍
ヘ
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パ
ッ
ド
建
設
に
反
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す
る
座
り
込
み
を
事
例
に
」『
沖
縄
文
化
研
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』
三
九
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一
五
九
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二
〇
八
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森
啓
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、
二
〇
一
四
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釈
学
―
―
沖
縄
県
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村
高
江
の
米
軍
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地
建
設
に
反
対
す
る
座
り
込
み
を
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例
に
」『
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会
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テ
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研
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』
二
九
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九
五
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一
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。

森
啓
輔
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二
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ａ
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統
治
者
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の
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か
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―
戦
後
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軍
統
治
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沖
縄
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部
地
域
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な
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一
九
四
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－
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：
二
〇
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二
二
七
。

森
啓
輔
、
二
〇
一
五
ｂ
「
占
領
下
社
会
運
動
に
お
け
る
『
環
境
保
護
』
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
可
能
性
と
課
題
―
―
沖
縄
県

国
頭
村
伊
部
岳
実
弾
射
撃
演
習
阻
止
闘
争
を
事
例
に
」『
一
橋
社
会
科
学
』
七
：
七
五
─
八
九
。

森
啓
輔
、
二
〇
一
六
「
統
治
と
挑
戦
の
時
空
間
に
関
す
る
社
会
学
的
考
察
―
―
戦
後
沖
縄
本
島
北
部
東
海
岸
を
め
ぐ
る

軍
事
合
理
性
、
開
発
、
社
会
運
動
」
一
橋
大
学
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
学
位
論
文
、
一
─
二
八
八
。

琉
球
銀
行
調
査
部
編
、
一
九
八
三
『
戦
後
沖
縄
経
済
史
』。 

林
野
庁
林
政
課
、
一
九
七
四
『
戦
後
沖
縄
国
有
林
経
営
の
変
遷
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
（
一
）』。

林
野
庁
林
政
課
、
一
九
七
五
『
戦
後
沖
縄
国
有
林
経
営
の
変
遷
に
関
す
る
総
合
的
調
査
研
究
（
二
）』。


